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         第 １   監  査  の  概  要 

 
 地方自治法第１９９条第７項の規定による財政的援助団体等の監査を次のとおり実施

した。 
 
１ 監査の実施時期 

   平成２１年８月から平成２２年２月まで 
 
２ 監査の対象機関 

県が資本金等の４分の１以上を出資している団体等及び補助金、負担金、貸付金、

損失補償等の財政的援助を行っている団体（補助金等交付団体）並びに公の施設の

管理を指定している団体のうち６０団体（施設）について実施。 

区  分 出 資 補助金等交付
公の施設の 
指定施設 計 

財団法人・公社 １６  １１    １０ ３７（１６）

社団法人    ２  ７      ９ （８）

学校法人     ４  ４ （４）

社会福祉・医療法人    ５     ５ （５）

職業訓練法人    １  １ （１）

商工会議所・商工会    ５  ５ （５）

ＮＰＯ法人           １ １ （１）

株式会社・共同企業体    １   ２     ３ （２）

その他  １７     ２ １９（１８）

     計 １９ ５２   １３   ８４（６０）
    （注）・数値は団体等数で、（ ）は重複を除く実団体等数 
       ・「その他」は、土地改良区、各種組合、各種協議会、各種協会等任意の団体 

 
３ 監査の着眼点 

監査の実施に当たっては、団体の運営や事業の執行及び施設の管理が関係法令、

規則及び要綱等に則して適正に行われているかの観点に加え、 
（１） 出資団体については、経営が適切、良好に行われているか 
（２） 補助金等の交付団体については、その目的に沿って事業が適切かつ効率

的に執行されているか 
（３） 公の施設の管理団体については、運営及び財産管理が適切に行われてい

るか 
などを着眼点とした。 

  
４ 監査の実施方法 

団体及び所管課の平成２０年度事業及び経理執行を中心に監査を行うとともに、

施設、設備の整備及び管理については、現場確認を併せて行った。 
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第 ２  監  査  の  結  果 

 

出資団体及び補助金等交付団体における出納その他の事務並びに公の施設の管理は、

それぞれの目的に沿っておおむね適正に行われていると認められた。 

しかしながら、一部において、次のような指摘事項が認められたので、所管課並びに

団体に対し是正又は改善を要する旨の通知を行った。 

 

１ 重要な指摘事項 

（１） 出資団体関係 

  （団体に対するもの）  

① 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金の会計処理で適正でないもの

があった。 

         【循環型社会推進課（財団法人佐賀県環境クリーン財団）】 

平成２０年４月１日に貸付決定を受け、同月２３日に受け入れた長期貸付金に

ついては全額平成２０年度に計上すべきところ、施設整備特別会計の平成１９年

度決算に収支不足が生じることを回避するため、貸し付けられた資金の一部を、

同会計の平成１９年度の長期借入金収入として計上し、未収金として処理してい

た。 

平成１９年度決算の資金不足を解消する必要があるのであれば、当該年度内で

の資金調達等により解消を図るべきであった。 

・貸付申請日   平成２０年４月１日 

・貸付決定日   平成２０年４月１日 

・請求書提出日  平成２０年４月９日 

・貸付金受入日  平成２０年４月２３日 

・借入額     553,826,000円 

うち平成１９年度分として計上  349,017,876円 

うち平成２０年度分として計上  204,808,124円 

 

（２） 補助金等交付団体関係 

（団体に対するもの） 

① 負担金の請求時期で適正でないものがあった。 

            【政策監グループ（佐賀県プロサッカー振興協議会）】 

    総会で事業計画及び予算審議が決定しない前に、県に負担金の請求を行ってい

た。 

    しかも、当協議会事務局職員は、県職員が兼務している。 

・負担金請求額 7,000,000円 

・負担金受入日 平成２０年４月１５日 

・総会開催日  平成２０年７月１２日 

    

② 協議会の機関決定がないままに事業が執行されているものがあった。 
【流通課（佐賀県農林水産物等輸出促進協議会）】 
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中東関係の事業については、県は平成２０年６月議会で事業実施の承認がなさ

れているが、協議会では中東、アメリカ関連の事業計画の変更及び補正予算の承

認を得ないままに事業を実施し、事業計画の変更等の手続きは平成２１年２月２

日の協議会で事後承認がなされていた。 
（補正予算の承認がないままに負担金の請求）  
・県の負担金額 18,373,000円（納入年月日 平成２０年８月２６日） 
・JAの 〃   3,500,000円（納入年月日 平成２１年１月２０日） 
（事業計画の変更承認がないままに事業実施） 

   ・中東事業の実施時期  平成２０年７月～ 
   ・アメリカ向け輸出事業 平成２０年７月～ 
 

③ 予算の執行で適正でないものがあった。 
【流通課（佐賀県農林水産物等輸出促進協議会）】 

中東事業の実施で、協議会の事後承認（事業計画）を平成２１年２月に受けてい

たにもかかわらず、計画通りの事業実施がなされず、予算流用の手続きもしないま

まに事業が執行されているものがあった。 

 

 ④ 中東事業の実施に関して協議会の機関決定がないままに、国の補助メニューにも

ない財産が購入されているものがあった。 
 【流通課（佐賀県農林水産物等輸出促進協議会）】 

 
  ・購入財産名  間仕切りパネル一式  エアスタナー一式 
  ・購入金額   2,257,500円     2,079,000円 
  ・購入年月日  平成２０年１０月８日 平成２０年１０月９日 
 

（所管課に対するもの） 

 ① 補助事業の実施にあたって適正でないものがあった。 

【政策監グループ（佐賀陸上競技協会）】 

   佐賀陸上競技協会に対する13,463,000円の補助であるが、 

   ・当補助金が佐賀陸上競技協会の決算書に計上されていなかった。 

   ・当協会の事務局長等の決裁を確認できなかった。 

 

 ② 負担金の支出時期で適正でないものがあった。 

【政策監グループ（佐賀県プロサッカー振興協議会）】 

   協議会職員を兼務している所管課は、協議会総会の審議（機関決定）がなされず、

負担金支出の根拠がないことを知りながら、負担金請求書を受理し、負担金を支出

していた。 

・負担金請求額 7,000,000円 

・負担金受入日 平成２０年４月１５日 

・総会開催日  平成２０年７月１２日 
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（３） 公の施設の指定管理団体関係 

  （指定管理者に対するもの） 

  ① 体育館の運営に関する業務（開館時間）で適正でないものがあった。 
【障害福祉課（佐賀県障害者スポーツ協会：勤労身体障害者教養文化体育館）】 
 指定管理者は、管理運営仕様書に基づき年度当初に事業計画書を提出すること

となっている。 
その中で、勤務体制として、体育館の開館時間（勤務体制）を２交代制で午前

８時３０分から午後９時までと計画されていたが、日曜日の開館時間が午前８時

３０分から午後５時までとなっており、計画どおりの開館時間が守られていなか

った。 
 
※総合福祉センター管理規則第18条 
体育館の開館時間は、一日につき午前９時から午後９時までを含む１２時間以

上とする。 
 
  （所管課に対するもの） 

① 実績報告の確認で不十分なものがあった。 
【障害福祉課（佐賀県障害者スポーツ協会：勤労身体障害者教養文化体育館）】 
 実績報告書の提出に際して、報告内容の確認及び指導を要するものについて改

善勧告がなされていなかった。 

   ・体育館の開館時間で、日曜日の開館時間が計画どおりとなっていなかった。 

   ・自主事業の開催で、未実施のものがあった。（スポーツ大会、教養文化教室） 

   ・利用者の意見収集方法として、アンケートや意見箱を設置して自己評価を実施

することとされていたが、実施されていなかった。 
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２ その他指摘事項 

（１） 出資団体関係（４２件） 

① 出資団体に対するもの（３４件） 

    ・資金運用で改善を要するもの（３件） 

    ・理事会及び運営協議会のあり方で改善を要するもの（４件） 

    ・契約事務で適正でないもの（４件） 

・個人情報の取扱について一部改善を要するもの（１件） 

    ・文書の保存で適正でないもの（１件） 

    ・手当の認定事務で適正でないもの（１件） 

    ・総会及び理事会の議事録署名について定款に即していないもの（１件） 

    ・組織のあり方で改善を要するもの（１件） 

    ・会計処理で適正でないもの（１件） 

    ・収入未済の解消に努めるもの（１件） 

    ・事務局運営費の支出で適正でないもの（１件） 

    ・役員及び運営協議会委員の選任にあたり改善を要するもの（１件） 

    ・財団助成事業の実施検査後の対応について問題があるもの（１件） 

    ・財団助成事業に係る実績報告書の内容に誤りがあるもの（１件） 

    ・財団助成事業の実績報告書で対象経費であるかどうか確認されていないもの 

     （１件） 

    ・財団助成事業の交付条件について整理が必要なもの（１件） 

    ・基金助成事業実施規程で改正が必要なもの（１件） 

    ・経理規程で検討すべきもの（１件） 

    ・理事長の住所変更登記が遅延しているもの（１件） 

    ・専務理事の位置づけが明確でないもの（１件） 

    ・監事への報酬に関する規定の整備が必要なもの（１件） 

    ・道路賠償責任保険の加入が遅れているもの（１件） 

    ・理事会の表決権の委任で適正でないもの（１件） 

    ・財産の管理手続きで適正でないもの（１件） 

    ・役員報酬を支払う規定の整備が必要なもの（１件） 

    ・非常勤嘱託職員の勤務日数で適正でないもの（１件）     

     

  ② 所管課に対するもの（８件） 

    ・委託業務の契約内容で検討を要するもの（１件） 

    ・知事への報告を要するもので行われていないもの（１件） 

    ・団体への指導監督で改善すべきもの（１件） 

・団体への指導監督について不十分なもの（１件） 

・公社のあり方について検討を要するもの（１件） 

・財団助成事業の実施検査後の対応について問題があるもの（１件） 

・理事長の住所変更登記事務で団体に指導を要するもの（１件） 

・監査のあり方で改善を要するもの（１件） 
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（２） 補助金等交付団体関係（８５件） 

① 補助金等交付団体に対するもの（４４件） 

・長期借入に係る知事への届出がなされていないもの（１件） 

・会員の増加及び事業の利用増加について検討を要するもの（１件） 

・業務運営細則で改正の検討を要するもの（１件） 

・負担金交付申請の提出日で適正でないもの（１件） 

・負担金交付事業の変更事務処理で適正でないもの（１件） 

・負担金の交付決定の時期で適正でないもの（１件） 

・工事契約事務において不適切なもの（１件） 

・実績報告が遅れているもの（１件） 

・財団の交付要綱の規定で検討を要するもの（１件） 

・使途の表示がない領収書があったもの（１件） 

・補助金の返還を要するもの（１件） 

・委託契約書の内容で不備なもの（１件） 

・対象収入認定のあり方について改善を要するもの（１件） 

・諸手当の支給で適正でないもの（１件） 

・支出事務において適正でないもの（２件） 

・住宅手当の支給について規定の整備が必要なもの（１件） 

・補助対象経費の取扱で適正でないもの（２件） 

・会計規程の見直しを要するもの（１件） 

・補助対象事業の委託契約事務で適正でないもの（１件） 

・業務契約をする際の団体としての基準について検討を要するもの（１件） 

・実績報告書の内容に誤りがあるもの（２件） 

・事務取扱手数料の取扱に不適切なもの（１件） 

・契約事務で適正でないもの（１件） 

・実施結果の報告がなされていないもの（１件） 

・委託契約書に押印がないもの（１件） 

・備品等の管理で適正でないもの（２件） 

・予算の執行で適正でないもの（１件） 

・会則の運用で適正でないもの（１件） 

・協議会の支出として馴染まないもの（１件） 

・規程類の整備で不十分なもの（１件） 

・契約の履行確認で適正でないもの（２件） 

・協議会予算及び事業計画の承認が遅延しているもの（１件） 

・予算執行のチェック体制の強化を図るべきもの（１件） 

・協議会の成果物としては不適切なもの（１件） 

・負担金の納入で根拠が不明確なもの、負担金納入が遅延しているもの 

（１件） 

・予算が成立する前に物品購入等がなされているもの（１件） 

・予算・決算等に関する規定がないもの（１件） 
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・実績の確認で不十分なもの（１件） 

・協会の助成金交付要綱で不備なもの（１件） 

 

② 所管課に対するもの（４１件） 

    ・貸付金及び補助金のあり方で検討を要するもの（１件） 

    ・交付決定の通知が遅延しているもの（１件） 

    ・交付決定の時期で適正でないもの（２件） 

・精算に伴う補助金の返還事務で適正でないもの（１件） 

・実績報告書の提出時期で適正でないもの（１件） 

・要綱に定める単価と相違する支払いがあったもの（１件） 

・補助金の額の確定が遅れていたもの（２件） 

・報告書類で期限を過ぎて提出されていたもの（１件） 

・負担金の支払いで遅延しているもの（１件） 

・負担金のあり方について検討を要するもの（１件） 

・補助金の審査事務で適正でないもの（１件） 

・対象収入認定のあり方について指導を要するもの（１件） 

・交付要綱に改善を要するもの（２件） 

・補助対象経費の取扱で適正でないもの（１件） 

・支出事務において指導を要するもの（１件） 

・交付条件で補助事業者に提示されていないもの（１件） 

・監査の指摘に対して不誠実な対応があるもの（１件） 

・県と協議会の予算の執行に関し整理すべきもの（１件） 

・補助金対象経費の該当の有無について明確にすべきもの（１件） 

・補助金交付要綱の内容で適正でないもの（２件） 

・補助金交付要綱の規定で整備を要するもの（１件） 

・実績報告書の記載内容で不十分なもの（１件） 

・補助金交付要綱の見直しを検討するもの（１件） 

・実績報告書の審査で不十分なもの（３件） 

・補助金交付事務で検討を要するもの（１件） 

・事務取扱手数料の取扱に不適切なもの（１件） 

・計画策定後の取り組みで団体に指導を要するもの（１件） 

・契約事務で団体への指導を要するもの（１件） 

・実施結果の報告で適切でないもの（１件） 

・実績報告書の額と団体の決算額とが合致しないもの（１件） 

・事業内容が不明瞭なもの（１件） 

・負担金交付申請の提出日で適正でないもの（１件） 

・負担金交付事業の変更事務処理で適正でないもの（１件） 

・多額の繰越金が生じているので負担金のあり方を検討するもの（１件） 

・補助金交付請求書の収受で適正でないもの（１件） 
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（３） 公の施設の指定管理団体関係（３６件） 

① 指定管理団体に対するもの（１８件） 

    ・協定書等に基づく県との協議がなされていないもの（１件） 

    ・事業計画・事業報告の内容で適正でないもの（１件） 

    ・管理運営業務で実績があがっていないもの（１件） 

・管理運営業務の再委託で県の承認を得ていないもの（２件） 

・収入及び支出の事務で不適切なもの（２件） 

・指定管理業務の実施で適正でないもの（１件） 

・備品の管理で適正でないもの（１件） 

・財産の管理で適正でないもの（１件） 

・事業報告書の内容で不十分なもの（１件） 

・計画書で計画していた自主事業で実施されていないもの（１件） 

・予算・事業計画の決定手続で適正でないもの（１件） 

・指定管理に係る決裁がなされていないもの（１件） 

・事業報告で不十分なもの（１件） 

・予算の編成・執行について適正でないもの（１件） 

・会計処理で不適切なもの（１件） 

・預貯金残高の確認で適正でないもの（１件） 

 

② 所管課に対するもの（１８件） 

    ・事業計画・事業報告の受理に関し適正でないもの（１件） 

    ・指定管理業務の管理物件でないものを仕様書で位置づけているもの（１件） 

    ・利用料金改定で知事の承認がなされていないもの（１件） 

・備品の管理で適正でないもの（３件） 

・事業報告書の内容確認で不十分なもの（４件） 

・事業計画書の提出について協定書と仕様書とで規定の整合性がないもの 

（１件） 

・事業計画に記載されているもので実施が不十分なもの（２件） 

・財産の管理で適正でないもの（１件） 

・指定管理対象物件で整理を要するもの（１件） 

・財産台帳、備品台帳について適正でないもの（１件） 

・使用料徴収事務に係る契約書が締結されていないもの（１件） 

・協定書と仕様書の内容で整理すべきもの（１件） 

 

 

３ 監査対象団体ごと並びに所管課ごとの監査結果 

監査対象団体ごと並びに所管課ごとの監査結果については、１５ページから８０  

ページまでに記載している。 
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第 ３  意  見  事  項 

 

この意見は、平成２１年８月から平成２２年２月までの間に執行した監査の途上にお

いて気づいたことを述べたものであり、今後の業務運営及び行政運営に当たり留意され、

改善措置について検討されたい。 
 
１ 出資団体に関するもの 

県は、県行政を補完するため、公益上必要がある場合は、出資をし、団体を設立し

て、事業を行わせることができるが、その前提として、事業を行わせる団体の運営が

適正かつ健全に行われることが不可欠である。 
しかしながら、今回の監査では、次のような問題点や改善すべき課題がみられた。 
【団体の問題点・課題】 
① 理事会が形骸化している。 

団体では、運営に係る重要事項を機関決定するために理事会が開かれているが、

形式的に終わっているものが多かった。特に県職員出身の役員がいる団体や県職員

が事務局員を兼ねる団体では、所管課の意向のままに運営がなされているという印

象であり、理事会が適正に機能しているとは言い難い状況であった。 
・ 全体的に委任状が多く、しかも議案は理事会当日、席上で配布されているにも

かかわらず前もって委任状が提出されており、事実上、白紙委任の状態のまま機

関決定がなされている団体があった。さらに、出席者が少なく、定款規定の議事

録署名人僅か２名さえ満たしていない団体もあった。 
・ 開催時間が短く、議事録にどんな議論がなされたのか記載のない団体もあった。 
・ 重要である役員人事が書面議決でなされていた。 
② 経営（危機）意識が欠落している。 

県からの財政援助が減り、運営が厳しくなる中、経営面での自立を図っていかな

ければ存続が難しくなっているが、県に依存してきた経緯から、経営（危機）意識

が欠落している団体が多くみられた。 
・ 議事録をみても、経営面での議論がなされた形跡のない団体がほとんどであり、

経営者不在と思える団体が多々あった。 
・ 県の委託料や補助金に依存する団体が多く、財政援助が減る中で収入増に向け

ての取組みの弱さが目立った。自主事業等による新たな収入源の確保など、自ら

が抜本的に見直す努力をすべきである。 
・ 普通預金に高額の資金が滞留しているなど、資産の有効活用等が十分でない団

体があった。所管課でもその実態を把握し、運用について適正な指導をされたい。 
・ 経営改善計画期間中であるにもかかわらず、専務理事がそのことを理解してい

ない団体もあった。 
・ 自動販売機を設置している団体で、設立当初から契約が自動更新となっている

ところが見受けられた。複数の事業者から見積りを取るなど競争原理を働かせ、

収入増を図るべきである。 
・ 監事が書面決議で選任されたり、あて職であったり、その役割が軽んじられて
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いる傾向が見て取れた。監事は、団体の経営の状況について、チェックや評価を

適切に行うことが責務であるが、その職責を正しく果たさせているか疑問を感じ

る団体があった。監事にはその職責を再認識させる必要がある。 
③ 事務局体制が弱い。 
県出資の団体の場合は、県への依存傾向などから、団体の円滑な運営のための事

務局の在り方に問題があるものが多かった。 
・ 事業費を優先するあまり、財源があるにもかかわらず少ない人員で不安定な雇

用形態による運営がなされていた団体があった。適切な管理費の確保を図り、必

要な職員体制を整えるべきである。 
・ 団体職員がいるにもかかわらず、県職員が事務局員を兼務し、県職員が実質的

に取り仕切っている団体があった。中には事務局員のほとんどが県職員というと

ころもあった。 
・ 事務局が県庁舎内にある団体ほど県の意向が強く働き、県への依存傾向が強く

感じられる。県出資の団体といえども、独立した団体であることから、原則とし

て県庁舎外に事務局を移転させるべきである。 
・ 県職員の関わり方について、職務専念義務、兼業禁止の観点からも、このまま

でよいのか検討すべきである。また、職員課は監視・監督を徹底し、県の組織の

有り様を再度チェックすべきである。 
以上のように県の関与が強すぎることで、何かあれば最終的には県が責任を取って

くれるだろうとの依存体質が団体に生じており、平成２５年末に期限が迫っている公

益法人改革に団体が対応できるか疑問である。 
【県の問題点・課題】 
このような団体の現状は、一方で、出資者である県のこれまでの姿勢などに責任の

一端があり、県として一歩踏み込んだ取組みが必要であると考える。 
① 出資した県も責任を持って団体の将来のあり方を示すべきである。 

県と出資団体との関係が変化してきている中で、団体創設時の背景を知らない職

員が増えており、安易に「あとは団体でやるように」ということで済まされようと

しているが、自立できない団体の責任は誰が取るのか危惧されるところである。県

が主導して創った団体の存続が必要か、そもそも団体をどういう目的で県が創った

かなどを現段階で整理し、社会情勢や行政ニーズの変化の中で、今後団体をどうす

るのかを根本的に検討すべきである。 
また、公益法人改革については、収益事業の比率が高い団体が公益法人化を目指

しても、その見通しは厳しいといわざるを得ない。収益事業の比率が低い団体でも、

公益法人として進むのか一般財団・社団法人として団体を存続させるのかの判断や

そのための具体的な準備手順をどうするかなど、団体自身で判断ができずに苦慮さ

れている。 
公益法人改革に団体が対応するための準備期間は限られており、平成２０年度の

決算審査意見の提出の折にも意見を申し述べているが、県のしかるべき部署が佐賀

県に合ったマニュアルを作るなどして、県出資の団体が円滑に公益法人改革に対応

できるよう指導すべきである。 
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② 団体の実情等を見極めた予算措置を図るべきである。 
県の補助金・委託料の減額に伴い、基本財産を取り崩したり、事業費に対して委

託料が大幅に不足するなど、財政的しわ寄せが団体に向いており、団体の実情等を

見極めた予算措置を図るべきである。 
以上、県が行うべき取組みについて意見を述べたが、平成１８年３月に県が公表し

取り組まれている「外郭団体の見直し」は、平成２１年度に終了することとなってい

る。今後、その状況を検証するとともに、今回の監査結果意見を踏まえて、再度見直

しの方向性について検討し指し示すことが喫緊の課題であると言える。 
 

２ 補助金等交付団体に関するもの 

県は、特定の施策を推進するため、特定の団体に対し補助金や負担金を交付して事

業を実施している。補助事業については、補助金の不正使用の防止や適正な執行を図

るために、関係する法令、規則に基づき、補助事業ごとに要綱等が定められ、それに

よって会計処理、事務処理を行うこととされている。 
一方、負担金については、その性格上、佐賀県補助金等交付規則に基づき知事が特

に定めるもの以外は、法令や要綱に細かな規定はなされていないが、県が負担するこ

ととした目的に沿うとともに、団体の意思決定の決議や諸規程を踏まえるなど適正な

手続きに則って事業は遂行されるべきである。 
今回の監査では、 
① 県が負担金を交付している協議会等において 
・ 機関決定がないままに事業が執行されていたもの 
・ 予算執行のチェック体制が不備なもの（協議会職員を県職員が兼務し、課長権

限で全てが処理できる体制となっており、チェック機能が働いていなかった。） 
・ 多額の繰越金が生じており、負担金の在り方について検討を要するもの 
などの適正でない事例があった。 
県においては、協議会等を検証・指導する専門部署等を設置するなど、協議会等の

適正な事業の執行、透明性のある予算執行が図られるよう検討されたい。 
さらに、県と協議会等との関係については、 
・ 協議会の負担金及び役割の大半を県が担っているもの 
・ 事務局を県職員が担っていることで、県と団体の立場が曖昧なまま、なし崩し

的に不適正な事務処理がなされていたもの 
・ 協議会と言いながら県以外の構成メンバーと情報を十分に共有していないもの 
など、県に都合の良いように業務が執行されている実態があった。 
県においては、協議会の意義を再認識し、構成メンバーと相応の役割分担を明確に

して取り組まれたい。 
② 補助金については、これまで幾度となく指摘してきたところであるが、依然とし

て実績報告書の確認が甘く、 
・ 事業の変更に係る必要な審査が不十分なもの 
・ 単純な計算誤りや記載誤りがあるもの 
・ 補助事業の成果の記載が不明確なもの 
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などがあり、実績報告書により事業効果を真に見極められているか疑問である。 
所管課は、補助金が公金であることを十分に認識し、確認を確実に行うとともに、

その成果の検証を徹底されたい。 
特に、さがんアスリートジュニアサポート事業補助については、事業設計そのもの

に無理（設計に当たり検討された事業評価に掲げる成果目標値が達成されていない）

があり、事業を創設する必要性についても一考を要する事業ではと思慮される。 
・ 佐賀県の存在感を高めるとともに県民の盛り上がりを創出することを目的に、

高校生スポーツ活動を支援することとし、マスコミへの露出度が高い駅伝やラグ

ビー、バレーボールといった特定の競技のみについて強化を行われているが、事

業目的・手法そのものが教育的見地や公平性という点で問題があり過ぎる。 
（注）例えば、駅伝については、いずれの高校においても、陸上部員は都大路を目

指し、まず県予選を勝ち抜けることを目的に監督と一丸となって日々努力され

ている。その中で、特定の数校のみを取り上げ、県外合宿を含め年間1,300万
円の助成を３年間も行うことは、著しく公平性を欠くものと言わざるを得ない。 

・ 新規事業評価において、「平成２２年度までに、高校スポーツの全国大会にお

いて表彰台に１回立つことを目指します。」との目標が設定され、予算化されて

いるが、実績を見ても目標に無理があり、結果が達成できない場合、競技団体及

び責任者に精神的な負担を負わせることになりはしないか。 
・ 事業内容の設計に際し、現場の実態の調査・把握が不十分で、事業の実施主体

の選定も適切に行われていない。 
・ 多額の補助金であるにもかかわらず、その事務処理体制が不備で、経理処理も

ずさんである。 
県においては、新規事業の立案に際して、県の意向だけで進めるのではなく、関係

団体を含めて議論・検討を徹底されたい。 
 
３ 公の施設の指定管理団体に関するもの 

公の施設の管理については、平成１５年に地方自治法が改正され、多様化する行政

ニーズに効率的に対応するため、民間事業者が有するノウハウの活用と経費の節減を

目的とした指定管理者制度が設けられた。 
本県でも平成１６年度から平成２１年度までに３６の公の施設（うち４施設は民間

に移譲され、平成２１年度末は３２施設）で指定管理者制度が導入されている。 
この間、監査委員としては、平成１９年度の行政監査で「指定管理者制度の在り方

について」をテーマに様々な問題点を取り上げて、その結果を各本部・各課に対し詳

しく伝えたところであり、さらに、平成２０年度の財政的援助団体等監査でも、指定

管理者への県の関わり方等について多くの不適切な事例を捉えて強く改善を求めたと

ころである。 
したがって、所管課の理解も進み、適切な対応がなされているものと思慮していた

が、今回の監査でも、依然として団体に任せ放しの傾向が見られ、県の公の施設であ

るにも関わらず、県としての関わり方に疑問があるものがあった。 
・ 協定書・仕様書・事業計画書で指定管理業務の内容を決めながら、事業報告書
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のチェックが形式的になされ、規定どおりに事業が実施されているかどうか、期

待している利用がなされているかどうかなど、内容確認が不十分なものがあった。 
・ 指定管理者への応募の際に団体から提案された自主事業については、団体選定

の際の評価に加味しているにもかかわらず、実施したかどうかを事業報告書に記

載させるようにしておらず、チェックもなされていないものがあった。 
・ 県が主導して創った団体が指定を受けている施設では、利用者増対策が通り一

遍など、指定管理者としての努力が足りず、最後は県がどうにかしてくれるとい

う甘さを感じさせる団体があった。 
県と民間との契約として指定管理業務を規定する協定書・仕様書・事業計画書を取

り交わしているが、県の出資団体や設立に当たって県が深く関わった団体が多いこと

から、所管課が公と民の関係を確立できずに、民間との対等な契約という認識が欠け

ているといわざるを得ない状況である。 
所管課は、指定管理施設に定期的に出向くなどして、協定書・仕様書・事業計画書

どおり業務が行われているか厳正にチェックするとともに、事業報告については、仕

様書等に照らしながら、その効果について確認すべきである。 
県では、平成２１年度から２巡目の指定管理業務を始められているが、その際に、

真に指定管理すべき事業なのか、指定管理になじむ団体なのかの検討が十分になされ

たのか疑問を感じざるを得ない。また、県が行政目的もあって設立した団体の業務の

一部を指定管理の対象業務として同団体に指定しておりながら、「指定管理団体」だ

からとして、指定管理対象外の本来業務に携わっている県職員を引き上げるという本

末転倒した措置も見受けられる。 
県においては、今回の監査を含め、これまで監査で意見を申し述べた内容について

速やかに対応・改善を図られるとともに、指定管理者制度が導入された趣旨を再度十

分に認識され、県民にとってよりよい施設運営が実現されるよう努められたい。 
 
なお、以上のほか、前回の委員監査で議論したことや指摘事項で、対応・改善されて

いないものもあり、所管課の中で監査結果をどれだけ真摯に受け止められているか疑問

に思えるものがあった。 
今後は、監査で指摘されたことは誠実に改善されることを切に望むものである。 
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※ 用語等の説明 

用   語   等              説        明             

地方自治法第１９９条

第７項 

（財政的援助団体等の

監査に関する規定） 

 

条文（抜粋） 

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があ

るときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補

償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で

当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出

資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は

利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で

政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の

規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とす

る。 

公の施設の指定管理者

制度 

指定管理者制度とは？ 

 平成１５年９月２日、地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設

の管理に関するそれまでの「管理委託制度」が廃止され、新たに創設された制度

です。 

 それまでの「管理委託制度」のもとでは、県が公の施設の管理を直接行わない

場合、委託できるのは、改正前の地方自治法により、公共団体（市町村や土地改

良区など）、公共的団体（農協や自治会など）及び自治体が出資する出資法人に

限定されていました。 

 「指定管理者制度」では、指定管理者となることができる者の範囲について法

律上特段の制約がないことから、民間企業やＮＰＯ法人などを含む法人その他の

団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能と

なりました。 

指定管理者制度の目的 

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応する

ため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると

ともに、経費の節減等を図ることを目的としています。（佐賀県ホームページ引

用） 

ＮＰＯ法人  「ＮＰＯ（ＮｏｎＰｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）」とは、ボラン

ティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。 

 このうち、「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき

法人格（個人以外で権利や義務の主体となり得るもの）を取得した「特定非営利

活動法人」の一般的な総称です。（内閣府ホームページ引用） 

公益法人制度改革関連

３法 

① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 
③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 
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  監 査 対 象 団 体 ご と の 監 査 結 果 
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１ 出資団体 

 
団 体 名   財団法人佐賀県女性と生涯学習財団 
所 在 地   佐賀市天神三丁目２－１１ 
監 査 執 行 年 月 日 平成２１年１０月２９日 
監 査 執 行 者   監査委員  富 﨑 昭 宏 

基 本 財 産        ２０，０００，０００円 
出 資 額        ２０，０００，０００円 出資金 
出 資 率             １００．０％ 

施 設 名
佐賀県立女性センター・佐賀県立生涯学習セン 
ター 

財 政 的 援 助 内 容 
公の施設の 
管 理 

 委 託 額        ２７９，４２８，０００円 
所 管 課   男女参画・県民協働課、社会教育・文化財課 

 
監 査 の 結 果 

 
１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められた。 
 
２ 公の施設の管理は、おおむね適正に行われていたものの、事務の執行で一部に

是正又は改善を要するものが見受けられた。 
（１）協定書等に基づく県との協議がなされていないものがあった。 

指定管理業務に係る協定書・仕様書において、県と指定管理者との間で協議

が必要な事項が定められているが、協議がなされていないものがあった。 
（事例） 
・再委託で実施されている警備、清掃、幼児室の一時保育 
・食育教室に対するＮＰＯ法人からの協賛金９２，４１３円の活用 

 
（２）事業計画・事業報告の内容で適正でないものがあった。 

指定管理業務に係る事業計画、事業報告に指定管理業務以外の財団運営に係

る業務内容が含まれていた。指定管理業務と他の業務は明確に区分されたい。 
  （事例） 

・新会計ソフト保守サービス 
    ・新公益法人会計諸指導料 
 

 
団 体 名   財団法人佐賀県環境クリーン財団 

所 在 地   唐津市鎮西町菖蒲３７００番地２０ 

監査執行年月日 平成２１年１０月２９日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄   

基 本 財 産       １００，０００，０００円 

出 資 額        ３０，０００，０００円 出資金 

出 資 率              ３０．０％ 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県環境クリーン財団運営費補助 

 補助事業費        ６１，８４３，２３８円 

 補助金交付額        ６１，８４３，２３８円 

補 助 事 業 名 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備事業費補助 

 補助事業費       ７０３，２９９，０２５円 

 

 

 

 

財政的援助内容 
 

 

補助金 

 補助金交付額       ２９６，１６５，０００円 
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補 助 事 業 名 佐賀県産業廃棄物処理施設モデル的整備事業補助 

 補助事業費       ５６３，６００，０９０円 

 補助金交付額        ５６，９９４，０００円 

補 助 事 業 名 佐賀県廃棄物高度処理施設整備事業補助 

 補助事業費       ６７１，９２８，９００円 

 補助金交付額       ４３５，７００，０００円 

補 助 事 業 名
佐賀県公共関与型廃棄物処理施設高度処理事業 

費補助（運営費） 

 補助事業費       ２２４，１５１，５４６円 

 補助金交付額       ２１６，１７７，６２８円 

貸 付 事 業 名 財団法人佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付 

 貸 付 額         ５，１９１，０００円 

貸 付 事 業 名 財団法人佐賀県環境クリーン財団建設資金貸付 

 貸 付 額     １，０００，０００，０００円 

貸 付 事 業 名 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付 

貸付金 

 貸 付 額       ５５３，８２６，０００円 

所 管 課   循環型社会推進課 

 

監 査 の 結 果 
 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）資金運用で検討を要するものがあった。 

   固定資産として計上されている環境保全基金預金で約1.7億円、環境整備
基金預金で約1,800万円、維持管理基金積立預金で3,000万円もの資金が、
普通預金で管理されていた。 

   資産をもっと有効に活用するよう検討されたい。 

 

（２）理事会のあり方で改善を要するものがあった。 
議案が事前に理事に対し配布されていないにもかかわらず、委任状が

提出されており、事実上の白紙委任状態となっているものがあった。さら

に、委任先及び委任の日付が空欄のまま提出されていたものがあった。 
   また、財団の寄附行為では、理事会の議長は理事長があたり、副理事長

は理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行し、

専務理事は理事長及び副理事長を補佐し理事長及び副理事長に事故ある

とき又は理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を代行すると規定

されているが、理事会に理事長が不在の際に、副理事長が出席している

にもかかわらず、専務理事が議長を務めていた。 
 

２ 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 

 

３ 貸付事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金の会計処理で適正でないも

のがあった。 
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 平成２０年４月１日に貸付決定を受け、同月２３日に受け入れた長期貸付金

については全額平成２０年度に計上すべきところ、施設整備特別会計の平成

１９年度決算に収支不足が生じることを回避するため、貸し付けられた資金の

一部を、同会計の平成１９年度の長期借入金収入として計上し、未収金として

処理していた。 

平成１９年度決算の資金不足を解消する必要があるのであれば、当該年度内

での資金調達等により解消を図るべきであった。 

・貸付申請日   平成２０年４月１日 

・貸付決定日   平成２０年４月１日 

・請求書提出日  平成２０年４月９日 

・貸付金受入日  平成２０年４月２３日 

・借入額     553,826,000円 

うち平成１９年度分として計上  349,017,876円 

うち平成２０年度分として計上  204,808,124円 

 

（２）長期借入に係る知事への届出をしていないものがあった。 

   寄付行為第１３条に「この法人が資金の借入れをしようとするときは、その

会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在

数の３分の２以上の議決を経、借入後、佐賀県知事へ届け出なければならな

い。」とあるが、規定に定める届出を行っていなかった。 

 

 
団 体 名   財団法人佐賀県総合保健協会 
所 在 地   佐賀市天神一丁目４番１５号 
監 査 執 行 年 月 日 平成２１年１０月６日 
監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄       

基 本 財 産        １０，０００，０００円 
出 資 額         ４，０００，０００円 財 政 的 援 助 内 容 出資金 
出 資 率              ４０．０％ 

所 管 課   健康増進課 
 

監 査 の 結 果 
 
経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 
 
（１）理事会のあり方で改善を要するものがあった。 

議案が事前に役員に対し配布されていないにもかかわらず、委任状が提出

されており、事実上の白紙委任状態となっているものがあった。理事会のあり

方について検討されたい。 
 
（２）契約事務で適正でないものがあった。 

協会が随意契約を締結したもので、会計規程第４８条に基づく随意契約の

事由を明らかにした調書が作成されていないものがあった。 
例：警備業務委託契約  143,640円 
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団 体 名   財団法人佐賀県アイバンク協会 
所 在 地   佐賀市鍋島五丁目１番１号 
監 査 執 行 年 月 日 平成２１年 ８月 ４日 
監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

基 本 財 産         ２０，０００，０００円 
出 資 額          ５，０００，０００円 

 
財 政 的 援 助 内 容 

 
出資金 

出 資 率               ２５．０％ 
所 管 課   健康増進課 

 
監 査 の 結 果 

 
経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められた。 

 
団 体 名   財団法人佐賀県地域産業支援センター 

所 在 地   佐賀市鍋島町大字八戸溝１１４ 

監査執行年月日 平成２１年８月２５日、１０月２０日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄 

基 本 財 産         ８，０００，０００円 

出 資 額         ８，０００，０００円 出資金 

出 資 率             １００．０％ 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県地域産業支援センター運営費補助 

 補助事業費       １２７，７７３，１７０円 

 補助金交付額       １２７，７７３，１７０円 

補 助 事 業 名 佐賀県地域産業支援対策事業費補助 

 補助事業費        ２８，１７９，３９３円 

 補助金交付額        ２６，５７１，３９３円 

補 助 事 業 名 佐賀県技術振興等補助 

 補助事業費        １３，０１６，０６９円 

補助金 

 補助金交付額        １３，０１６，０６９円 

貸 付 事 業 名 佐賀県小規模企業者等設備導入資金貸付 

 貸付事業費       ２２８，６８０，０００円 

 貸付金交付額       １１４，３４０，０００円 

貸 付 事 業 名 さが中小企業応援基金事業貸付 

 貸付事業費 １，３００，０００，０００円 

貸付金 

貸付金交付額 １，０５０，０００，０００円 

負 担 事 業 名 中小企業勤労者福祉サービスセンター事業運営費負担金 

 負担事業費        ３５，２２９，８５５円 負担金 

 負担金交付額         ４，０００，０００円 

施 設 名 佐賀県地域産業支援センター 

 委 託 額         ６，８１６，０００円 

施 設 名 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター 

財政的援助内容 

公の施設の 
管   理 

 委 託 額       ３７４，２１６，３３８円 

所 管 課   新産業課、商工課、雇用労働課 

 

監 査 の 結 果 

 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は
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改善を要するものが見受けられた。 

（１）個人情報の取扱について一部改善すべきものがあった。 

財団の個人情報保護方針では、個人情報を預かる際にはその目的を知

らせることとされているが、賛助会員の「入会申込書」には、個人情報

の取扱についての記述が記載されていなかった。個人情報を預かる際の

取扱については、昨年度も他の様式に関して財団に同様の指摘をしている

ところであり、他の事例も確認のうえ個人情報保護方針に沿って是正され

たい。 

 

（２）資金運用で改善を要するものがあった。 

   一般会計では、年間のほとんどの期間で4,000万円以上もの資金が普通 

預金で管理されていた。 

また、シンクロトロン特別会計では、年間を通してほぼ5,000万円以上 

もの資金が普通預金で管理され、1億円を超える期間もあった。 

  資産が有効に活用されているとは言い難い状況なので、資産の有効活用 

について検討されたい。 

 

２ 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 

 

３ 損失補償事業は計画どおり完了し、補償金は目的に沿い執行されていた。 

 

４ 貸付事業は計画どおり完了し、貸付金は貸付目的に沿い執行されていた。 

 

５ 負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）中小企業勤労者福祉サービス事業において会員の増加及び事業の利用

増加について検討を要するものがあった。 

   中小企業勤労者福祉サービス事業については、事業開始後１０年を経過

しているが、当初の目標に対して事業所数については２５％、会員数に

いたっては１３％程度しか達成されていない状況である。 

また別途特別会計で管理されているが、事業の繰越金が毎年度増加して

いる。これは、福祉事業支出（会員の利用）の伸び悩み等が原因と思わ

れる。会員への事業の周知をはかり利用者の増及び会員の目標達成に向け

て検討をすること。 

  （当初目標）     

事業所数 １，０００事業所 会員数 ２０，０００人 

  （平成２０年度末）  

事業所数   ２４８事業所 会員数  ２，６０５人 

  （事業繰越金額） 

平成１８年度末 24,966,875円 

     平成１９年度末 28,305,613円 

     平成２０年度末 30,606,243円 
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６ 公の施設の管理はおおむね適正に行われていたものの、事務の執行の一部に

是正又は改善を要するものが見受けられた。 

 

【佐賀県地域産業支援センター関係】 

（１）管理運営業務で実績があがっていないものがあった。 

仕様書には研修室及び研究開発室の貸出について「利用者の利便性の

向上と施設の有効活用を通じて、企業の技術の高度化、経営の効率化等

企業の事業活動に対する支援を行う」と記載されているが、 

①第 1研修室は年間 148 回、第 2研修室は 12 回しか使用されていな

かった。 

②貸研究開発室は6部屋のうち2部屋が平成20年10月21日以降空室と

なっていた。 

仕様書に基づく業務を十分に履行しているとは認めがたいので、施設の

有効利用に向けてさらに努力されたい。  

 

 
団 体 名   財団法人佐賀県高齢・障害者雇用支援協会 

所 在 地   佐賀市駅南本町５－１ 

監査執行年月日 平成２１年 ８月 ７日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

基 本 財 産         １，７００，０００円 

出 資 額           ５００，０００円 出資金 

出 資 率              ２９．４％ 

補 助 事 業 名 佐賀県高齢・障害者雇用支援協会補助 

 補助事業費         １，１５１，０００円 

財政的援助内容 

補助金 

 補助金交付額           ３２０，０００円 

所 管 課   雇用労働課 

 

監 査 の 結 果 

  

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められた。 

 

２ 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 

 

 
団 体 名   社団法人佐賀県畜産協会 

所 在 地   佐賀市栄町２番１号 

監査執行年月日 平成２１年 ９月 ３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

基 本 財 産       １６０，７６３，０００円 

出 資 額        ７７，５００，０００円 出資金 

出 資 率              ４８．２％ 

補 助 事 業 名 佐賀県肉用牛肥育経営安定対策事業費補助 

 補助事業費       ２０３，６７０，４００円 

 補助金交付額        ４０，２９０，９５０円 

 

 

 

財政的援助内容  

補助金 

補 助 事 業 名 佐賀県肉豚価格安定対策事業費補助 
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補助事業費        ７２，４９１，４８０円 

補助金交付額 １３，４７４，２００円 

所 管 課   畜産課 

 

監 査 の 結 果 

  

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）文書の保存で適正でないものがあった。 

文書規程第１３条で「規程類」は永久保存文書に分類されているが、

平成１３年度から平成１６年度までに改正された規程が保存されていな

かった。 
 
（２）手当の認定事務で適正でないものがあった。 

給与規程第１２条では、扶養手当支給申請書に、扶養手当対象者の所得

の合計が所得税法で定める額を超えていないことを証明する書類（所得

証明書）を添付すると定められているが、添付がなされていなかった。 
 

２ 補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）業務運営細則で改正の検討を要するものがあった。 
肉豚価格安定対策事業において、生産者積立金の納付期限が肉豚価格

安定対策事業業務運営細則と相違していた。 
   実態を踏まえて当業務運営細則の改正を検討されたい。 
  

 細則上の期限 実際の期限 
第1四半期 ４月末日 ４月３０日 
第2四半期 ６月１５日 １１月２１日 
第3四半期 ９月１５日 １２月１２日 
第4四半期 １２月１５日 １月１６日  

 
団 体 名   社団法人佐賀県畜産公社 

所 在 地   多久市南多久町大字下多久４１２７番地 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ８日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村  孝       

基 本 財 産       ３２０，０００，０００円 

出 資 額        ９６，０００，０００円 財政的援助内容 出資金 

出 資 率              ３０．０％ 

所 管 課   畜産課 

 

監 査 の 結 果 

 

経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）総会及び理事会の議事録署名について定款に即した取扱が行われてい

ないものがあった。 

   総会及び理事会における議事録署名に当たっては、議長及び２人以上の
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署名が必要と定款に規定されているが、出席者が２名のため議長及び専務

理事の署名となっていた。 

   定款に即した出席が得られるよう会議のあり方を改められたい。 

 

 
団 体 名   財団法人佐賀県森林整備担い手育成基金 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ８日 

監 査 執 行 者   監査委員  富 﨑 昭 宏       

基 本 財 産       ６６２，６４６，０００円 

出 資 額       ６６２，６４６，０００円 出資金 

出 資 率             １００．０％ 

補 助 事 業 名 佐賀県森林・林業・木材産業づくり交付金 

 補助事業費           ８６４，０００円 

財政的援助内容 

補助金 

 補助金交付額           ８６４，０００円 

所 管 課   林業課 

 

監 査 の 結 果 
 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）組織のあり方で改善を要するものがあった。 
理事会開催に当たって、議案が事前に役員に対し配布されていないにも

かかわらず、委任状が提出されており、さらに、委任状の委任先も空欄に

なっているものがあった。事実上の白紙委任状態で理事会が形骸化して

おり、経営者不在の財団法人と言える。 
また、事務局は県職員で担っており、組織のあり方について検討され

たい。 
 
（２）会計処理で適正でないものがあった。 

総勘定元帳の「普通預金」の残高と普通預金通帳の残高とが食い違って

いた。 
４月以降に支払った３月分の給料、社会保険料等については、期末

（平成２１年３月末）時点で会計上「未払金」として処理すべきだった

にもかかわらず、「未払金」処理を行わずに３月中に「普通預金」の

勘定科目から差し引いており、誤った会計処理がなされていた。 
なお、決算書の「普通預金」については、総勘定元帳を基に確定す

べきところを普通預金通帳の残高から記載されており、結果的に決算書

の金額は通帳の残高と一致していた。 
 

２ 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 
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団 体 名   佐賀県土地開発公社 

所 在 地   佐賀市城内一丁目６番５号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２０日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝       

基 本 財 産        ３０，０００，０００円 

出 資 額        ３０，０００，０００円 財政的援助内容 出資金 

出 資 率             １００．０％ 

所 管 課   土地対策課 

 

監 査 の 結 果 

 

経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められた。 

 

 
団 体 名   佐賀県住宅供給公社 

所 在 地   佐賀市城内一丁目６番５号 
監査執行年月日 平成２１年１０月２０日 
監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝       

基 本 財 産         ５，０００，０００円 
出 資 額         ５，０００，０００円 出資金 
出 資 率             １００．０％ 
貸 付 事 業 名 佐賀県住宅供給公社支援貸付 

貸付金 
貸 付 額     ２，１００，０００，０００円 
施 設 名 佐賀県営住宅 

財政的援助内容 

公の施設の 
管 理 委 託 額       ３３３，０１９，０００円 

所 管 課   建築住宅課 
 
監 査 の 結 果 

 
１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められた。 
 
２ 貸付事業は計画どおり完了し、貸付金は、貸付目的に沿い執行されていた。 
 
３ 公の施設の管理はおおむね適正に行われていた。 
 

 
団 体 名   財団法人嘉瀬川水辺環境整備センター 

所 在 地   佐賀市鍋島町大字蛎久字岸川１５０２番地の２先 

監査執行年月日 平成２１年１０月１５日 

監 査 執 行 者   監査委員  富 﨑 昭 宏  吉 田 欣 也       

基 本 財 産        １０，０００，０００円 

出 資 額         ５，０００，０００円 財政的援助内容 出資金 

出 資 率              ５０．０％ 

所 管 課   河川砂防課 

 

監 査 の 結 果 

 

経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１） 収入未済の解消に努められたい。 
食堂営業事業者に対する賃料の６ヶ月分が未収となっていた。回収に
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努められたい。 
   ・過年度分 平成１９年２月～７月分の賃料（食堂）  

・金額 ６３０，０００円 
 
（２） 契約事務で適正でないものがあった。 

清掃業務委託の契約行為において見積合せによる随意契約が行われず、

単一業者との随意契約となっていた。 
・契約金額 ６５５，２００円 
・委託先      ○○商事  

 

 
団 体 名   財団法人嘉瀬川ダム対策基金 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年 ８月２０日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

基 本 財 産        １９，０００，０００円 

出 資 額         ９，５００，０００円 出資金 

出 資 率              ５０．０％ 

負 担 事 業 名 
佐賀県嘉瀬川ダム関連富士町振興計画特別助成

事業負担金 

 負担事業費     ２，１８８，６４２，０００円 

財政的援助内容 

負担金 

 負担金交付額       ２８２，５８４，０００円 

所 管 課   水資源対策課 

 

監 査 の 結 果 

  

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）事務局運営費（管理費）の支出で適正でないものがあった。 
管理費支出の財源は、基本財産の運用益で充当することとなっているが、

事務局が水資源対策課内にあり、事務局職員も県職員が兼務していること

から、管理経費（旅費、消耗品等）の支出がほとんどなされていない。 
基金事業に係る管理経費の執行については、適正な支出に努めら

れたい。 
 

２ 負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）負担金交付申請の提出日が適正でなかった。 
負担金交付要綱に定められた提出期限を過ぎて、県へ交付申請書が提出

されていた。 
・ 交付申請書提出日 平成２０年６月２７日 
 

※負担金交付要綱第３条第３項 
   負担金の交付申請書の提出期限は、毎年度５月３１日とし、その提出 
部数は１部とする。 
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（２）負担金交付事業において対象事業の変更事務処理で適正でないものが

あった。 
   負担金交付対象事業において当初申請時から事業主体の変更及び対象

 経費の額（負担金総額の変更はなし）の変更があっているにも関わらず、 
財団から県へ変更承認申請が提出されず、知事の承認も受けていな

かった。（財団と県の事務担当者は同一） 
 
（３）負担金の交付決定の時期で適正でないものがあった。 

財団から佐賀市へ交付する負担金交付事務において、県からの負担金

交付決定通知を待たずに佐賀市への負担金交付決定通知がなされていた。

・ 財団から佐賀市への交付決定通知日 平成２０年６月２７日 
・ 県から財団への交付決定通知日   平成２０年７月１６日 

 

 
団 体 名   財団法人さが緑の基金 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ８日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄   吉 田 欣 也       

基 本 財 産       ５４２，７５３，９４０円 

出 資 額       ２５０，０００，０００円 財政的援助内容 出資金 

出 資 率              ４６．１％ 

所 管 課   森林整備課 

 

監 査 の 結 果 
 

 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）役員及び運営協議会委員の選任に当たって改善を要するものがあった。 
団体にとって重要な役割を担う役員及び運営協議会委員の選任行為を

寄附行為第 29 条第 3 項の「軽微なもの」と解釈し書面決議で選任されて
いた。 
役員と運営協議会委員の職務を再認識され、今後の選任のあり方を改善

されたい。 
  
（２）理事会及び運営協議会のあり方で改善を要するものがあった。 

議案が事前に役員、運営協議会委員に対し配布されていないにもかかわ

らず、委任状が提出されており、事実上の白紙委任状態となっているもの

があった。さらに、理事会の委任状の日付を空欄にして提出するよう依頼

したり、理事会の委任状に押印を求めながら押印が無く、鉛筆で署名され

ているものもあった。 
理事会及び運営協議会のあり方について改善されたい。 

 
（３）財団が行っている助成事業の実施検査後の対応について問題があるもの

があった。 
財団で緑の募金による助成事業の検査を実施し、適正でないと指摘
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を行いながら、 
・認められていない使途に支出されていたにもかかわらず返納させて

いなかった。 
・助成基準額を超えて支出されていたにもかかわらず返納させていな

かった。 
・助成額よりも支出額が少ないにもかかわらず返納させていなかった。 
・その他、会計処理の不備を指摘しながら、是正されたかどうかを確認

されていないものがあった。 

 

（４）財団が行っている助成事業に係る実績報告書の内容に誤りがあるものが

あった。 
   ・提案公募型緑づくり活動支援事業の助成金額欄に総事業費が記載され

ているものがあった。 
   ・緑の少年団への活動交付金の総事業費に計算を誤って記載されている

ものがあった。 
 

（５）財団が行っている助成事業の実績報告書で対象経費であるかどうか確認

がなされていないものがあった。                    

財団が行っている緑の募金特別会計助成事業に係る実績報告で、さが

緑の基金助成事業実施規程に定める対象経費の執行だったかどうか不明

なものがあったが、財団では確認しないまま受理していた。 
 

（６）財団が行っている助成事業の交付条件について整理が必要なものが

あった。 
基金助成事業実施規程第６条第２項で「理事長は、助成金の交付の決定

には、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。」

と規定されている。この規定に基づき、一般会計と緑の募金特別会計の

各々で実施されている助成事業において条件が付されていたが、その条件

が会計間で異なっているものがあった。交付決定の際に付す交付条件に

ついて整理されたい。 
 
例：緑の募金特別会計の助成事業では「目的外使用の禁止」の条件が

付されていなかった。 
 
（７）さが緑の基金助成事業実施規程で改正が必要なものがあった。 

緑の募金特別会計の助成事業において、事業費等の変更があった場合に

変更承認申請を提出させているが、助成事業実施規程には提出させる根拠

規定がないことから、規程を改正されたい。 
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団 体 名   佐賀ターミナルビル株式会社 

所 在 地   佐賀市川副町大字犬井道９４７６番地１８７ 

監査執行年月日 平成２１年１０月２３日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝        

基 本 財 産     １，２６７，０００，０００円 

出 資 額       ５４７，０００，０００円 出資金 

出 資 率              ４３．２％ 

貸 付 事 業 名 佐賀空港ターミナルビル設備整備資金貸付 

 貸付事業費         ７，１４０，０００円 

財政的援助内容 

貸付金 

 貸付金交付額         ７，１４０，０００円 

所 管 課   空港・交通課 

 

監 査 の 結 果 
 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）経理規程で検討すべきものがあった。 
経理規程第５１条以降で内部監査の規定を設けてあるが、実際にはこの

規定に基づく監査は行われていなかった。 
この規定は、標準的な株式会社の規定をそのまま盛り込んでいるとの

ことであったので、監査役の業務との関係など会社の実態を踏まえ、この

規定の取扱いについて検討されたい。 
 
２ 貸付事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）設備整備資金貸付事業における工事契約事務において不適切なものが

あった。 
   上記契約に際し、三業者による見積り合わせが行われていたが、見積り

依頼をした業者から提出された見積書に日付が記入されていないものが

あったため見積書の提出期限までに提出されているか確認できなかった。 
   また、見積り決定について社内稟議がなされていなかった。 
   工事名 貨物エリア場周柵設置事業 
   契約額 ７，１４０，０００円 
 
（２）設備整備資金貸付事務において実績報告が遅れているものがあった。 
  設備整備資金貸付要綱に基づく実績報告書の提出が遅れていた。 
 
   報告書提出日 平成２１年６月１０日 
   ※要綱第９条第１項 事業年度終了後に提出すること 
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団 体 名   佐賀県道路公社 

所 在 地   佐賀市城内一丁目６番５号 

監査執行年月日 平成２１年１０月１３日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄   吉 田 欣 也      

基 本 財 産     ９，８９０，０００，０００円 

出 資 額     ７，４９０，０００，０００円 財政的援助内容 出資金 

出 資 率              ７５．７％ 

所 管 課   道路課 

 

監 査 の 結 果 

 

経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）理事長の住所変更登記が遅延していた。 
理事長の住所変更にあたって、異動日（平成１９年６月１４日以前）

から２週間以内に登記すべきところを平成２１年４月１３日に住所変更

の登記がなされていた。 
 
（２）専務理事の位置づけが明確でなかった。 
   定款には、理事長、副理事長及び理事の規定しかないが、常勤の専務

理事が配置されていた。 
   専務理事の位置づけを定款に定められたい。 
 

（３）監事へ報酬を支払う規定の整備が必要なものがあった。 
   監事に対し報酬（年間一人あたり５万円）が支払われているが、「佐賀

県道路公社の役員の給与、旅費、費用弁償に関する規程」には常勤の役員

に関する規定しかないので、必要な規定の整備を検討されたい。 
 

（４）資金運用で改善を要するものがあった。 

   平成２０年５月８日から６月２３日まで、ほぼ 5,000 万円を超える資金
が普通預金で管理されていた。 
平成２１年２月２７日から５月７日まで、常に 5,000 万円を超える資金
が普通預金で管理されていた。 

   資産が有効に活用されているとは言い難い状況なので、資産の有効活用

について検討されたい。 

 

（５）契約事務において適正でないものがあった。 
５０万円を超える契約で契約書が作成されていなかった。 

      業務名   三瀬トンネル管理事務所空調設備（エアコン）工事 

      契約金額  ５９８，５００円 

見積年月日  平成２０年８月９日 

   佐賀県道路公社会計規定 
   （契約書の作成） 
   第 77 条 理事長は、契約を締結しようとするときは、その履行に関し

必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、

軽易な契約については、契約書の作成を省略し、又はこれに代わる
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書類をもって処理することができる。 
     
（６）道路賠償責任保険の加入が遅れているものがあった。 

佐賀県道路公社が管理する道路については、道路賠償責任保険を掛けて

あるが、三瀬トンネル延伸分については、開通後３月以上経過してから保

険に加入していた。 
    三瀬トンネル延伸分開通年月日 平成２０年８月１２日 
    保険加入年月日  平成２０年１１月１４日 
    保険料 ８，３４０円 
 

 
団 体 名   財団法人佐賀県国際交流協会 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ６日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝       

基 本 財 産       ３９１，７２８，３６５円 

出 資 額       ２８０，０００，０００円 出資金 

出 資 率              ７１．５％ 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県国際交流協会事業推進費補助 

 補助事業費         ７，６１１，８１９円 

財政的援助内容 

補助金 

 補助金交付額         ７，６１１，８１９円 

所 管 課   国際課 

 

監 査 の 結 果 
 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）契約事務に関し適正でないものがあった。 
   業務委託の契約に際し、予定価格が作成されておらず、委託業者から

見積書も徴されていなかった。 
   委託業務名 平成２０年度日本語会話教室開催事業委託 
   委託金額  ６２３，０００円 
   委託先   ○○○○ 
   
（２）理事会の表決権の委任で、適正でないものがあった。 
   寄附行為第３０条第１項で「やむを得ない理由のため理事会に出席する

ことができない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって

表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。」

と規定されているが、平成２０年６月に開催された理事会の表決委任者

１５名のうち１２名が、他の理事を特定せずに白紙の委任状を提出してい

た。 
 
（３）財産の管理手続で適正でないものがあった。 
   寄附行為第７条の規定に基づき制定されている財団の資産管理規程で

は、第３条で現金預託処理伺（様式第１号）を、第４条で預託台帳（様式
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第２号）を使用・作成することが規定されているが、これらの様式は作成

されていなかった。 
 

２ 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 
団 体 名   財団法人佐賀県教育文化振興財団 

所 在 地   佐賀市富士町関屋字六反田５１４番１ 

監査執行年月日 平成２１年１０月２２日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝 

基 本 財 産        ２０，０００，０００円 

出 資 額        ２０，０００，０００円 出資金 

出 資 率             １００．０％ 

施 設 名 北山少年自然の家 

 委 託 額        ８３，９４０，０００円 

施 設 名 黒髪少年自然の家 

 委 託 額        ６２，７４０，０００円 

施 設 名 波戸岬少年自然の家 

財政的援助内容 

公の施設の 

管 理 

 委 託 額       １１３，８９６，０００円 

所 管 課   社会教育・文化財課 

 

監 査 の 結 果 
 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）理事会のあり方で検討を要するものがあった。 
理事会開催に当たって、議案が事前に役員に対し配布されていないにも

かかわらず、委任状が提出されており、事実上の白紙委任状態であった。

また、議事録を見る限り、重要課題である指定管理者に関する議論も確認

できなかった。理事会が形骸化しており、経営者不在の財団法人と言え

る。理事会のあり方について検討されたい。 
 

（２）役員へ報酬を支払う規定の整備が必要なものがあった。 
役員に対し理事会や監査の際に報酬（1 回当たり 4,300 円）が支払わ
れているが、寄附行為第２１条に役員は無給と規定されているので、必要

な規定の整備を検討されたい。 
 

２ 公の施設の管理はおおむね適正に行われていたものの、事務の執行で一部に

是正又は改善を要するものが見受けられた。 

【北山少年自然の家関係】 

（１）管理運営業務の再委託で県の承認を得ていないものがあった。 

協定書第９条では、「乙は、管理運営業務を第三者に委託し、又は請け

負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得て、管理運営業務の一部を

第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この限りではない。」と規定

されているが、財団から県への申請の手続がなされずに再委託されていた

ものがあった。 
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・消防施設等保守点検業務委託 

・委託額 １０７，１００円 

 
【波戸岬少年自然の家関係】 

（１）収入及び支出の事務で不適切なものがあった。 

平成２０年９月２０日から２１日にかけて開催された「子どもの心を

育む、親子の集い」の収入額と支出額が当団体の収支に計上されていな

かった。 

 

 
団 体 名   財団法人佐賀県体育協会 

所 在 地   佐賀市日の出二丁目１番１１号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２８日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝   吉 田 欣 也 

基 本 財 産       ３７０，３２３，０００円 

出 資 額       １７０，０００，０００円 出資金 

出 資 率              ４５．９％ 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県体育協会運営事業費補助 

 補助事業費       １２５，３９９，５５３円 

 補助金交付額        ８４，６２７，２０１円 

補 助 事 業 名
各種競技大会派遣事業費補助（国民体育大会第２８

回九州ブロック大会派遣事業費補助） 

 補助事業費        ２０，０７７，５４７円 

 補助金交付額        ２０，０７７，５４７円 

補 助 事 業 名
各種競技大会派遣事業費補助（第６３回国民体育 

大会派遣事業費補助） 

 補助事業費        １８，５９２，２４８円 

 補助金交付額        １８，５９２，２４８円 

補 助 事 業 名
各種競技大会派遣事業費補助（国民体育大会第６４

回冬季大会派遣事業費補助） 

 補助事業費         ３，７３４，７００円 

補助金 

 補助金交付額         ３，７３４，７００円 

施 設 名
佐賀県総合運動場、佐賀県総合体育館、市村記念 

体育館 

財政的援助内容 

公の施設の 

管 理 
 委 託 額       ２８３，４３１，０００円 

所 管 課   体育保健課 

 

監 査 の 結 果 

 

１ 経営に係る事務の執行は、おおむね良好と認められたものの、一部に是正又は

改善を要するものが見受けられた。 

（１）非常勤嘱託職員の勤務日数で適正でないものがあった。 
非常勤嘱託職員の勤務日数は１６日／月（１２８時間／月）であるが、

出勤簿では１６日以上勤務しているものがあった。（１名が１６日以上

出勤の月が１０ヶ月ある）又、その分については非常勤嘱託職員取扱基準

第１１条第１項に規定する勤務時間の割り振りを行っていなかった。 
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２ 補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）選手強化費補助金（以下「財団補助金」という。）交付要綱の規定で検討を

要するものがあった。 
当財団補助金は、県の（財）佐賀県体育協会運営事業費補助金（県補助金）

の一部を原資にしたものである。 
しかしながら、当財団が財団補助金交付要綱第６条に規定する補助事業者

から実績報告書等を求める最終期限と県補助金交付要綱第５条第２項に規定

する当財団が県に実績報告書等を提出する期限が同日（翌年度の４月１０日）

となっているため、補助事業者から提出された実績報告書等を十分に審査する

時間が確保できない状況にあることから実績報告書の提出期限について検討

されたい。 
 

３ 公の施設の管理はおおむね適正に行われていた。 

 

 
 
２ 補助金等交付団体 

 
団 体 名   佐賀陸上競技協会 

所 在 地   佐賀市中折町１０－１８ 

監査執行年月日 平成２１年 ８月２４日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 さがんアスリートジュニアサポート事業補助 

 補助事業費        １３，４６６，９１２円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        １３，４６３，０００円 

所 管 課   政策監グループ 

 

監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）使途の表示がない領収書があった。 
   ・購入物品が記載されていない領収書があった。 
   ・何の送料か記載されていない領収書があった。 
   ・「品代」と記載された領収書があった。 
  （事例） 
・さがんアスリートサポート様 1,522円 但し（空欄） ○○○店 
・（空欄）様 1通 速達 350円 ○○株式会社 
・さがんアスリートサポート事業小学生殿 品代として（全国小学生ク

ロカン時） 14,400円  ○○株式会社               

  
（２）補助金対象経費に誤りがあり、補助金の返還を要するものがあった。 

地区別練習会に参加する指導者に支払う旅費と地区別練習会の会場使用

料の支払いに誤りがあった。     
① 練習会参加者と旅費支給者とが一致しないもの及び旅費積算に
使用した交通費相当額単価の誤り 
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過払い額     ６７，４４０円 
    ② 会場使用料の二重支払い 
      過払い額      ２，０２０円 
      合 計（①＋②） ６９，４６０円       
  
（３）業務委託契約書の内容で不備なものがあった。 

協会がスーパーアドバイザーと業務委託契約している「指導者育成業務

委託契約書」において契約書に委託業務内容が明記されていなかった。 
 

 
団 体 名   佐賀県青少年育成県民会議 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１１月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県青少年健全育成非行防止推進事業費補助 

 補助事業費         ４，４３５，０００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ４，３６５，０００円 

所 管 課   こども未来課 

 

監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 
 

 
団 体 名   学校法人高岸幼稚園（高岸幼稚園） 

所 在 地   佐賀市多布施三丁目１４番１９号 

監査執行年月日 平成２１年１１月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県私立学校運営費補助 

 補助事業費        ２５，８１８，００３円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ９，９６５，０００円 

所 管 課   こども未来課 

 

監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 
 

 
団 体 名   社会福祉法人愛の泉福祉会（愛の泉幼稚園） 

所 在 地   佐賀市水ヶ江六丁目１２番１号 

監査執行年月日 平成２１年１１月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県私立学校運営費補助 

 補助事業費        ４７，２８９，５１０円 

補助金交付額 １７，６０４，０００円 

 
 

財政的援助内容 

 

 
 

補助金 

補 助 事 業 名 佐賀県私立幼稚園特別支援教育費補助 
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補助事業費 ８，２６６，２５１円 

 補助金交付額         ３，１３６，０００円 

所 管 課   こども未来課 

 

監 査 の 結 果 

 

 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 
 

 
団 体 名   学校法人慈恩学園（弥生が丘マイトリー幼稚園） 

所 在 地   久留米市本町８番地の４ 

監査執行年月日 平成２１年１１月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県私立学校運営費補助 

 補助事業費        ４１，９０７，８３２円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        １２，９８８，０００円 

所 管 課   こども未来課 

 

監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   学校法人佐賀清和学園（佐賀清和中学校・佐賀清和高等学校） 

所 在 地   佐賀市与賀町７８ 

監査執行年月日 平成２１年１１月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県私立中学校・高等学校運営費補助 

 補助事業費       ６９７，６７２，０００円 

 補助金交付額       ３３１，６６３，０００円 

補 助 事 業 名 佐賀県私立高等学校授業料減免補助 

 補助事業費 ６，２７０，０００円 

 

 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

補助金交付額 ３，１３５，０００円 

所 管 課   こども未来課 

 

監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   学校法人東明館学園（東明館中学校・東明館高等学校） 

所 在 地   三養基郡基山町大字宮浦６８３番地 

監査執行年月日 平成２１年１１月１６日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県私立中学校・高等学校運営費補助 

 補助事業費       ６８９，１８８，０００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額       ２５４，７０５，０００円 

所 管 課   こども未来課 
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監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 
団 体 名   虹の松原保護対策協議会 

所 在 地   唐津市西城内１－１ 

監査執行年月日 平成２１年１２月１４日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県虹の松原再生・保全事業補助 

 補助事業費        １０，０００，０００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ５，０００，０００円 

所 管 課   有明海再生・自然環境課 

 

監 査 の 結 果 

 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   社会福祉法人正和福祉会（特別養護老人ホームそよかぜの杜） 

所 在 地   武雄市山内町大字大野７０４５ 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ９日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県老人福祉施設等施設整備費補助 

 補助事業費       １９６，０３５，０００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ５１，７５０，０００円 

所 管 課   長寿社会課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   社会福祉法人ナイスランド北方（特別養護老人ホーム杏花苑） 

所 在 地   武雄市北方町大字志久４５２８番地６ 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ８日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県老人福祉施設等施設整備費補助 

 補助事業費       １３１，６７８，２３２円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ３１，０５０，０００円 

所 管 課   長寿社会課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 
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団 体 名   社会福祉法人寿楽園（軽費老人ホーム（ケアハウス）あおぞら） 

所 在 地   三養基郡基山町大字園部２３０７ 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ５日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県軽費老人ホーム事務費補助 

 補助事業費        ２０，４７６，４４７円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ７，８７４，０００円 

所 管 課   長寿社会課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて 

いた。 

 

 
団 体 名   社会福祉法人清水福祉会（軽費老人ホーム（ケアハウス）アミジア） 

所 在 地   小城市小城町８２０ 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ８日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県軽費老人ホーム事務費補助 

 補助事業費        ４５，１２１，７７０円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ２８，６１８，０００円 

所 管 課   長寿社会課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）軽費老人ホーム（ケアハウス）利用者の対象収入認定のあり方について

改善を要するものがあった。 

この補助金の交付に当たっては、利用者からの事務費徴収額が本人の前

年の対象収入によって規定されているが、当施設では市県民税所得課税証

明書や通帳等、提出される書類によって収入認定額に差異があると言われ

た。利用者の提出書類によって差異がないよう改善されたい。 
 

 
団 体 名   社団法人佐賀市医師会（佐賀市医師会立看護専門学校） 

所 在 地   佐賀市新中町２番１１号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２６日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県看護師等養成所運営費補助 

 補助事業費       １９４，０２６，１７０円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ３２，７９７，０００円 

所 管 課   医務課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）諸手当の支給で適正でないものがあった。 
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   諸手当において規程に即した額が支給されていなかった。     
    ・通勤手当（数人分） 
    例：規程上 １９，２００円 
      支給額 １６，４００円 
    

    ・待機料（１名分 ３月支給分）※前回（平成１５年）も同様の指摘

あり 
      規程上 ２，０００円 
      支給額 ３，０００円 
     
（２）支出事務において適正でないものがあった。 
   機器を購入するにあたっては、経理規定で「会長の決裁を要する」と

されているが、会長決裁がないものがあった。 
 

 
団 体 名   社団法人鹿島藤津地区医師会（鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校） 

所 在 地   鹿島市大字高津原８１３番地 

監査執行年月日 平成２１年１０月２７日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県看護師等養成所運営費補助 

 補助事業費        ３１，５６５，８２２円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ６，８４５，０００円 

所 管 課   医務課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会 

所 在 地   佐賀市神野東四丁目４番２９号 

監査執行年月日 平成２１年１１月１０日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県シルバー人材センター連合事業費補助 

 補助事業費        １０，７８６，１１８円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ５，１８８，０００円 

所 管 課   雇用労働課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 
 

 
団 体 名   社団法人佐賀県労働者福祉協議会 

所 在 地   佐賀市神野東二丁目６番１０号 

監査執行年月日 平成２１年１１月１０日 
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監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県勤労者福祉対策事業費補助 

 補助事業費        １０，０００，０００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ５，０００，０００円 

所 管 課   雇用労働課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 
    

 
団 体 名   職業訓練法人武雄職業訓練運営会 

所 在 地   武雄市朝日町大字中野６４０４ 

監査執行年月日 平成２１年１２月１４日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県認定職業訓練運営費補助 

 補助事業費         ６，８７４，０２８円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ３，９２５，０００円 

所 管 課   雇用労働課 

 

監 査 の 結 果 
 
補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 
    

 
団 体 名   唐津商工会議所 

所 在 地   唐津市大名小路１番５４号 

監査執行年月日 平成２１年１０月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県小規模事業経営支援事業費補助 

 補助事業費        ５５，５１４，５０１円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ４３，５０６，７９２円 

所 管 課   商工課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）住宅手当の支給について規定の整備が必要なものがあった。 
  従前から勤務している補助金対象職員が月中途で転居したことに伴い、

日割り計算で住宅手当が支給されているが、当商工会議所の住宅手当支給

規程には「途中に採用された役職員」の支給規定（第４条第１項）しか

なかった。支給の根拠となる規定の整備を検討されたい。 
 

 
団 体 名   伊万里商工会議所 

所 在 地   伊万里市新天町６６３ 

監査執行年月日 平成２１年１０月１５日 
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監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県小規模事業経営支援事業費補助 

 補助事業費        ５１，３３４，７３０円 財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額        ３３，５６３，３１１円 

所 管 課   商工課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 

 

 
団 体 名   川副町商工会 

所 在 地   佐賀市川副町大字鹿江６２８－１ 

監査執行年月日 平成２１年１０月２２日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県小規模事業経営支援事業費補助 

 補助事業費        ３７，１３８，０９６円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ２４，８６８，６９９円 

所 管 課   商工課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）補助対象経費の取扱いで適正でないものがあった。 
下記の事業に係る旅費を指導事業費という位置づけで補助対象経費と

して計上されていたが、当商工会は川副町学校給食納入組合から事務局

業務を受託しており、当該事業に係る旅費はその委託料の中から支出する

べきであった。 
   
事業名 「平成２０年度佐賀県学校給食納入組合連合会通常総会及び

研修会」 
       旅費支給額   ６６６円 
 

 
団 体 名   江北町商工会 

所 在 地   杵島郡江北町大字山口３３６０番地２ 

監査執行年月日 平成２１年１０月１９日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県小規模事業経営支援事業費補助 

 補助事業費        ３０，５８９，６２７円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ２０，６０７，３８４円 

所 管 課   商工課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）補助対象経費の取扱いで適正でないものがあった。 
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 下記の事業に係る旅費を指導事業費という位置づけで補助対象経費と

して計上されていたが、当商工会は江北町学校給食納入組合から事務局

業務を受託しており、下記の事業に係る旅費はその委託料の中から支出

するべきであった。 
     
 事業名 「平成２０年度佐賀県学校給食納入組合連合会通常総会及び 

研修会」 
      旅費支給額   ６２９円 
     「平成２０年度佐賀県学校給食納入組合連合会地区別懇談会」 
      旅費支給額 ２，１４６円 
 

 
団 体 名   嬉野市商工会 

所 在 地   嬉野市塩田町大字馬場下甲１７７７番地１ 

監査執行年月日 平成２１年１０月１６日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県小規模事業経営支援事業費補助 

 補助事業費        ８１，５８５，７７３円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額        ５１，４７８，３５７円 

所 管 課   商工課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   社団法人佐賀県観光連盟 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２２日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄   

補 助 事 業 名 社団法人佐賀県観光連盟補助 

 補助事業費       １７３，７４１，７１６円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額       １４６，９７７，０００円 

所 管 課   観光課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）会計規程の見直しを要するものがあった。 
   第６条に廃止された「福岡事務所」の規定が残っていた。 
 
（２）補助対象事業の委託契約事業事務において適正でないものがあった。 

委託業務の契約事務において見積り決定した業者の見積書の提出日が

記載されていないため仕様書に明記されている見積書提出期限日までに

提出されたのか確認できなかった。 
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委託事業名  「ファミリーツーリズム夏休み企画用エコバッグ」の 
作成業務 

委託金額  １，３３２，４５０円 
 
（３）業務契約をする際の団体としての基準について検討されたい。 

契約書の作成についての観光連盟の基準がないため、委託事務で契約書

が作成されているものや作成されていないものなど混在していた。また

請書も作成されていないものあった。団体としての基準を作成されたい。 
 

 
団 体 名   岩尾磁器工業株式会社 

所 在 地   西松浦郡有田町外尾町丙１４３６番地２ 

監査執行年月日 平成２１年１１月１３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県チャレンジ１０中核企業重点支援事業補助 

 補助事業費          ７，０６８，６１１円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額          ４，７１０，０００円 

所 管 課   新エネルギー産業振興課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会 

所 在 地   唐津市西城内１番１号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２３日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 有害鳥獣被害防止対策事業費補助 

 補助事業費         １８，９１３，４００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額          ５，６５０，０００円 

所 管 課   生産者支援課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）支出事務において適正でないものがあった。 

   当協議会は唐津地域の猪駆除対策について唐津市猟友会代表者と委託

契約書を締結しているが、委託料の支払いに当たって、委託先と委託料

請求者の所在地及び名称が異なっていた。 

また、委託先と委託料振込先口座名義人とが異なっているにもかかわら

ず、委任状の添付もないまま支払われていた。  

   （内容） 

     委託先：唐津市神田○○     唐津市○○代表 Ａ 

     委託料請求者：唐津市浜玉町○○ 唐津支部 代表 Ａ 

     振込先口座名義人：○○○○組合 代表理事組合長 Ｂ 
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（２）補助事業に係る実績報告書の内容に誤りがあるものがあった。 
   実績報告書に記載されている有害鳥獣捕獲委託事業の事業費に誤りが

あった。 
実績報告書に記載した事業費 ２，２７３，４００円 
事務監査で集計した事業費 ２，２４９，４００円 
 

 
団 体 名   佐賀県農業信用基金協会 

所 在 地   佐賀市栄町２番１号 

監査執行年月日 平成２１年８月２８日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県農業信用基金協会特別準備金補助 

 補助事業費          ６，４３４，８７６円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額          ４，２８９，９１７円 

所 管 課   生産者支援課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて

いた。 

 

 
団 体 名   まつら森林組合 

所 在 地   唐津市厳木町中島５番１号 

監査執行年月日 平成２１年１０月１５日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県造林事業補助 

 補助事業費         ８１，７４９，３００円 

 

財政的援助内容 

 

補助金 

 補助金交付額         ３７，０３０，７５０円 

所 管 課   林業課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）造林事業補助金申請事務取扱手数料の取扱いに不適切なものがあった。 
佐賀県造林事業実施要領第１０事務取扱手数料等では、手数料の料率を

定めようとする場合は、手数料承認申請書を知事に提出しなければならな

いと規定されているが、組合合併後の承認手続きがなされていなかった。 
 

 
団 体 名   兵庫北土地区画整理組合 

所 在 地   佐賀市兵庫町大字藤木１５番地１ 

監査執行年月日 平成２１年８月２４日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県土地区画整理事業補助（平成１９年度繰越）

 補助事業費        １９３，４００，０００円 

 

財政的援助内容 

 

 

補助金 

  補助金交付額        １９３，４００，０００円 
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補 助 事 業 名 佐賀県土地区画整理事業補助 

 補助事業費        ６４７，７２５，０００円 

   

 

補助金交付額        ５４９，３２５，０００円 

所 管 課   まちづくり推進課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行されて 

いた。 

 

 
団 体 名   佐賀市土地改良区 

所 在 地   佐賀市巨勢町大字高尾９９番地３ 

監査執行年月日 平成２１年１０月１６日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県新農業水利システム保全対策事業補助 

 補助事業費         １１，６４０，０００円 

補助金交付額          ９，０２０，０００円 

補 助 事 業 名 佐賀県土地改良区組織運営基盤強化対策事業費補助 

 補助事業費 １３，６１０，５００円 

財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額         １２，８２８，０００円 

所 管 課   農地整備課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）契約事務について適正でないものがあった。 
①随意契約の締結で適正でないものがあった。 
随意契約を行うに当たっては、佐賀市土地改良区規約に基づき理事会

の議決が必要であるが、議決を経ることなく契約締結がなされていたも

のがあった。 
・パソコン等購入               1,000,000円 
・ＧＩＳシステム作成             9,828,000円 
・新農業水利システム保全対策事業実施設計作成委託業務 

147,000円 
・新農業水利システム保全対策事業土地改良施設台帳作成業務  

3,000,000円 
・新農業水利システム保全対策事業保全計画策定業務     

1,197,000円 
 
②見積合せによる随意契約で適正でないものがあった。 
見積合せによる随意契約を行う場合は、見積提出期限などの条件を

同じにして見積参加業者に通知する必要があるが、見積依頼文書が作成

されておらず、条件などの確認ができない不透明な状態のまま契約事務

が遂行され、業者が決定されているものがあった。 
（パソコン等購入契約） 
見積参加業者のうち決定業者の見積の提出が最も遅く、また、見積
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日付と納品・請求日付が同日となっていた。 
・Ａ社（決定業者） 平成21年3月30日 1,000,000円 
・Ｂ社       平成21年3月27日 1,066,222円 
・Ｃ社       平成21年3月27日 1,104,442円 

 
（２）実績報告書記載の金額が実績額と異なるものがあった。 
事業実績報告書の「事業に要した経費」の欄については、電動バタフ

ライ弁設置に係る業者への支払実績額２，７８２，５００円を記載すべき

であったにもかかわらず、県補助金額に合わせて２，０００，０００円と

記載されていた。 
（正） 
経費の内訳                             

（単位：円） 
内  訳 

事  項 事業に要した経費 
県補助金 その他 

水管理等施設

整備（電動バタ

フライ弁設置）

2,782,500 2,000,000 782,500 

（誤） 
経費の内訳                             

（単位：円） 
内  訳 

事  項 事業に要した経費 
県補助金 その他 

水管理等施設

整備（電動バタ

フライ弁設置）

2,000,000 2,000,000  

 

（３）実施結果の報告がなされていなかった。 
国の土地改良区組織運営基盤強化対策実施要綱で、事業を実施した土地

改良区は県へ実施結果を報告することが規定されているが、なされていな

かった。 
 

 
団 体 名   佐賀の木・家・まちづくり協議会 

所 在 地   佐賀市鍋島町大字八戸字上深町３１８２番地 

監査執行年月日 平成２１年８月２８日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀の住まいまちづくり推進事業費補助 

 補助事業費          ６，０００，０００円 財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額          ４，０００，０００円 

所 管 課   建築住宅課 

 

監 査 の 結 果 
 

補助事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を
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要するものが見受けられた。 

（１）業務委託契約書に当団体の押印がないものがあった。 
当団体は、事業を委託して実施しているが、「家をつくるなら」事業

業務委託契約書において、団体の印鑑を押印していなかった。 
 

 
団 体 名   佐賀県ヨット連盟 

所 在 地   唐津市二タ子三丁目１番８号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２２日 

監 査 執 行 者   監査委員  富 﨑 昭 宏 

補 助 事 業 名 佐賀県ヨット連盟運営事業費補助 

 補助事業費        １３，５４５，９８９円 補助金 

 補助金交付額        １３，５４５，９８９円 

施 設 名 佐賀県ヨットハーバー 

財政的援助内容 

公の施設の 

管 理  委 託 額        １８，５９５，０００円 

所 管 課   体育保健課 

 

監 査 の 結 果 
 

１ 補助事業は計画どおり完了し、交付された補助金は、補助目的に沿い執行され

ていた。 

 

 

２ 公の施設の管理はおおむね適正に行われていたものの、事務の執行の一部に

是正又は改善を要するものが見受けられた。 

（１）指定管理業務の実施で適正でないものがあった。 

①施設使用許可申請受付及び使用料の徴収が期限後になされていたもの

があった。 

佐賀県ヨットハーバー条例では、研修室、宿泊室、艇置場（１日単位

の使用を除く）を使用する者は、使用日の１週間前までに使用料を納付

しなければならない旨を規定している。また、仕様書では、原則として

使用日の１０日前までに使用許可申請を受け付けることとされている。 

しかしながら、研修室・宿泊室・艇置場とも、使用日を過ぎてから使用

料が納付されたものがあった。また、申請についても、期限後に受け付け

され、しかも特認の理由も記載されていないものがあった。 

 

 

（例） 

区分 使用日 受付期限
実際の 

受付日 

使用料 

納期限 

実際の 

納付日 

研修室 平成20年 

8 月 22 日～24 日

 

8月12日 8月14日 8月15日 9月11日 

宿泊室 平成20年 

12 月 25 日～30 日

 

12 月 15 日 12 月 17 日 12 月 18 日 1月6日 
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艇置場 平成20年 

8月12日～ 

平成21年 

8月11日 

8月2日 8月4日 8月5日 9月4日 

 

②施設の維持・管理業務が仕様書どおりに実施されていないものがあった。 

定期清掃については、施設設備等維持・管理業務（再）委託仕様書で、

年９回実施することとされている。しかしながら、ヨット連盟と清掃業者

との委託契約時に取り交わされた年間計画表では定期清掃は年８回実施

する計画となっており、実績も年８回となっていた。 

 
（２）指定管理者が管理委託料で購入した備品が県の備品として管理されて

いなかった。 
ヨット連盟は、管理委託料で備品を購入していたが、当該備品は県が

定める備品台帳に記載されていなかった。 
 
購入備品  噴霧器   
金  額  ５０，４００円 
購入年月日 平成２１年３月３１日 

 

 
団 体 名   佐賀県プロサッカー振興協議会 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月２１日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝       

負 担 事 業 名 佐賀県プロサッカー振興協議会負担金 

 負担事業費         ７，０００，０００円 財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額         ７，０００，０００円 

所 管 課   政策監グループ 

 

監 査 の 結 果 

 

負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）負担金の請求時期で適正でないものがあった。 
総会で事業計画及び予算審議が決定しない前に、県に負担金の請求を

行っていた。しかも、当協議会事務局職員は、県職員が兼務している。 
    ・負担金請求額 ７，０００，０００ 円 
    ・負担金受入日 平成２０年４月１５日 
  ・総会開催日  平成２０年７月１２日 

 
（２）備品等の財産管理で適正でないもがあった。 

協議会で取得した備品等が台帳又は財産目録等で管理されていなかっ

た。 
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・ 平成２０年度に取得した備品 
パソコン２台 金額 １５２，０７５円 
           

（３）予算の執行において適正でないものがあった。 
集客支援事業で、補正予算を計上しないままに予算額を超えた執行が

なされていた。 
予算額 ７，５００，０００円 
決算額 ８，９７９，９９２円 

協議会に対して「サガン鳥栖」を通じ、Jリーグから補助金が交付された
が、補正予算を計上せず、専決処分の手続きも取らないままに執行して

いるものがあった。 
Jリーグ補助金１，２１３，０８０円 １月３０日入金 
 

（４）会則の運用で適正でないものがあった。 
協議会の会則に定める幹事会が設置されていなかった。  

     会則第１２条 
幹事会の役割 

    ・総会に付議すべき事項の審議 
    ・事業の推進に関すること 
    ・協議会への加入に関すること 

 
（５）協議会の支出として馴染まないものがあった。 

鳥栖工業高等学校のグランドにナイター使用のための電力計を設置し、

その取付け設置費用を支出しているが、これはサガン鳥栖ユースクラブ

の夜間練習のための環境整備の目的で設置したものであり、協議会の支出

として適正ではなかった。 
 電力計取付け設置費用 ６９，９３０円 

    

 
団 体 名   佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月１５日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄       

負 担 事 業 名 佐賀県環境にやさしい県民運動推進会議負担金 

 負担事業費         ６，８９３，２１３円 財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額         ３，９０４，０００円 

所 管 課   地球温暖化対策課 

 

監 査 の 結 果 

 

負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）備品の管理で適正でないものがあった。 
会計規程第２８条では、「備品出納・管理簿を備え、備品の状況を明ら

かにし、適正に管理しなければならない。」となっているが、帳簿が整備
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されておらず、備品の取得年月日や取得価格が不明であった。会計規程ど

おり備品出納・管理簿を使って備品を適正に管理されたい。 
・情報提供事業用パソコン（平成２０年度購入） 
・金額 ９１，３００円 

 
（２）規程類の整備で不十分なものがあった。 

推進会議の運営に必要な規程類で、会計処理に関する規程を中心に整備

が必要なものがあった。 
（例）  環境サポーター謝金の支出基準に関するもの 

  ボランティア団体への交付金に関するもの（採択基準等） 
出張・旅費支給に関するもの 

 
（３）契約の履行確認で適正でないものがあった。 

印刷物の作成委託や物品の購入に際し、履行確認（検査者・検査年月日

の記載）がなされていないものがあった。 
・「県下一斉美化活動啓発チラシ印刷」  
・金 額 ７４，９７０円 
会計規程第２６条 

     契約を締結した場合は契約の適正な履行を確保するため又はその

給付の完了を確認するため必要な監督又は検査をしなければなら

ない。 
 

 
団 体 名   “さが”農産物ブランド確立対策推進協議会 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年 ９月１５日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

負 担 事 業 名 ひろげよう“佐賀の味”推進事業 

 負担事業費         ３０，６１７，４７８円 

 

財政的援助内容 

 

負担金 

 負担金交付額         １３，８７４，０００円 

所 管 課   流通課 

 

監 査 の 結 果 
 

負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）協議会予算及び事業計画の承認（機関決定）が遅延していた。 

   協議会会計規程第６条で、「協議会の予算及び事業計画は、毎事業年度開始

前に事務局長が作成し、幹事会の承認を得て委員会で確定する。」となって

いるが、委員会が事業年度開始後の５月１９日に開催されていた。 

  

（２）予算執行のチェック体制の強化を図るべきものがあった。 

   ・  予算の執行者は、事務局長（県流通課副課長）となっており、執行額に

関係なく、流通課内で処理できる体制となっている。 

  ・ 予算の流用が、幹事長決裁（流通課長）となっており、流通課内で処理
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できる体制となっている。 

   以上のとおり、すべて流通課内で予算の執行が処理でき、牽制が効きにくい

状態となっている。会計規程を見直し、チェック体制を強化すべきである。 

  

（３）協議会の成果物としては不適切なものがあった。 

   ①  作成されたパンフレットやポスターには「安心・安全のおいしさを JA
グループ佐賀がお届けします。」「JA グループ佐賀 最上肉質５等級
と、ご注文下さい。」と表示され、当協議会の表示がなかった。協議会

とJAグループとの連名にすべきであった。 
   
・佐賀牛ポスター（1,000 枚）、パンフレット（11,000 枚）、POP（1,000 枚）

の制作費用 5,091,235円 

  
② 佐賀牛 CM2 本のうち１本については、「銀座季楽編」が作成されて
いた。これは、JAグループ佐賀が独自で作成すべきであった。 
 

・佐賀牛CMの制作（15 秒）：「おいしい佐賀牛編（大阪地区用）」及び  「銀

座季楽編（東京地区用）」 

   佐賀牛消費宣伝事業委員会との共同制作 

総事業費 6,497,584円 

＝協議会負担額 2,998,885円＋佐賀牛消費宣伝事業委員会負担額 

3,498,699円 

 

 
団 体 名   佐賀県農林水産物等輸出促進協議会 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月３０日 

監 査 執 行 者   監査委員  中 村   孝 

負 担 事 業 名 海外市場における佐賀ブランド確立事業費負担 

 負担事業費        ６１，３３４，９３６円 

 負担金交付額   ２８，３７３，０００円（平成20年度交付）
財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額   １９，５５３，０２８円（平成21年度交付）

所 管 課   流通課 

 

監 査 の 結 果 

 

負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）協議会の機関決定がないままに事業が執行されているものがあった。 
中東関係の事業については、県は平成 20年６月議会で事業実施の承認が
なされているが、協議会では中東、アメリカ関連の事業計画の変更及び

補正予算の承認を得ないままに事業を実施し、事業計画の変更等の手続き

は平成２１年２月２日の協議会で事後承認がなされていた。 
（補正予算の承認がないままに負担金の請求）  
・県の負担金額 18,373千円（納入年月日 平成20年８月26日） 
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・JAの負担金額 3,500千円（納入年月日 平成21年１月20日） 
（事業計画の変更承認がないままに事業実施） 

  ・中東事業の実施時期  平成20年７月～ 
  ・アメリカ向け輸出事業 平成20年７月～ 
 

（２）予算の執行で適正でないものがあった。 
中東事業の実施で、協議会の事後承認（事業計画）を平成２１年２月に

受けていたにもかかわらず、計画通りの事業実施がなされず、予算流用の

手続きもしないままに事業が執行されているものがあった。 
 

（３）中東事業の実施に関して協議会の機関決定がないままに、国の補助メニ

ューにもない財産が購入されているものがあった。 
    購入財産名 間仕切りパネル一式  エアスタナー一式 
    購入金額  2,257,500円      2,079,000円 
    購入年月日 平成20年10月８日  平成20年10月9日 
 

（４）負担金の納入で、その負担金の根拠が不明確なもの、請求遅れによる負

担金納入が遅延しているものがあった。 
  ・負担金の根拠が不明確なもの 
    平成 20 年 6 月 4 日に開催された第１回協議会（委員会）において事

業計画及び予算が承認されているが、それに基づく各団体からの負担金

額の徴収で、根拠が不明確なものがあった。 
第１回協議会開催でのJAさがの負担金額 6,000千円 
負担金請求年月日 平成20年７月17日 
JAさがの負担金請求額 8,000千円 
納入年月日 平成20年8月29日 

  ・負担金の納入遅延 
    伊万里市負担金額 225千円 
    負担金請求年月日 平成20年12月26日 
    負担金納入年月日 平成21年1月30日 
    負担金関連事業  平成20年10月22日～11月６日 
 

（５）予算が成立する前に物品購入等がなされているものがあった。 
   協議会予算の成立日 平成２０年６月４日 
   ・香港佐賀牛プロモーション事業プレゼント 

商品郵送 40,220円            平成20年5月21日 
   ・書籍購入代（○○○○社）    3,830円     平成20年5月22日 

・微風広場（台北市）でのハウスみかん試食 
宣伝活動に係るサンプル購入 28,980円   平成20年5月27日 

   ・サンプル提供のためのサーロイン、リブロ 
ース購入 11,130円            平成20年5月27日 

   ・中東市場ホテル・レストラン等へのサンプ 
ル輸送   58,925円              平成20年6月2日 
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団 体 名   さが“食と農”絆づくりプロジェクト会議 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月 ６日 

監 査 執 行 者   監査委員  富 﨑 昭 宏 

負 担 事 業 名 さが“食と農”絆づくりプロジェクト推進事業 

 負担事業費         ７，００６，６２７円 

 

財政的援助内容 

 

負担金 

 負担金交付額         ３，５００，０００円    

所 管 課   生産者支援課 

 

監 査 の 結 果 

 

負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）予算・決算等に関する規定がなかった。 
プロジェクト会議設置規約及び事務局設置規約に予算（補正予算）の

編成、決算、監査に関する規定がなかった。これらの規定を盛り込んだ

会計規程等を整備されたい。 
 
（２）契約の履行確認で適正でないものがあった。 
   印刷物の作成委託や物品の購入に際し、履行確認（検査者・検査年月日

の記載）がなされていないものがあった。 
     ・「さが地産地消の店」紹介冊子（改訂・増刷） 
     ・金 額 ６７０，２１５円 
    

 
団 体 名   有明佐賀空港活性化推進協議会 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年 ９月 ２日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

負 担 事 業 名 有明佐賀空港活性化推進協議会負担金 

 負担事業費        １１８，３５５，０００円 

 

財政的援助内容 

 

負担金 

 負担金交付額        １１８，３５５，０００円 

所 管 課   空港・交通課 

 

監 査 の 結 果 
 

負担事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善を

要するものが見受けられた。 

（１）実績の確認で不十分なものがあった。 

有明佐賀空港モーニング 2,000Ｅｄｙキャンペーン費用負担契約書では、

全日本空輸株式会社はＥｄｙギフト付与件数実績を報告する書類を添付して

支払い請求をすることとなっているが、請求書に受取件数、金額を記載されて

いるのみで、その件数、金額を証明する書類が添付されていなかった。 
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団 体 名   第６１回県民体育大会実行委員会 

所 在 地   佐賀市城内一丁目１番５９号 

監査執行年月日 平成２１年１０月３０日 

監 査 執 行 者   監査委員  田 中 俊 雄 

負 担 事 業 名 第６１回県民体育大会実行委員会負担金 

 負担事業費         ８，７３４，０７６円 

 

財政的援助内容 

 

負担金 

 負担金交付額         ４，４５２，０００円    

所 管 課   体育保健課 

 

監 査 の 結 果 

 

負担事業は計画どおり完了し、交付された負担金は、負担目的に沿い執行されて

いた。 

     

 
団 体 名   社団法人佐賀県トラック協会 

所 在 地   佐賀市高木瀬西三丁目１番２０号 

監査執行年月日 平成２１年 ９月２８日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

交付金事業名 運輸事業振興助成交付金 

 交付事業費        ２０５，４２３，０００円 

 

財政的援助内容 

 

交付金 

 交付金交付額        ２０５，４２３，０００円 

所 管 課   商工課 

 

監 査 の 結 果 
 

交付金事業は計画どおり完了していたものの、事務の執行で一部に是正又は改善

を要するものが見受けられた。 

（１）協会の助成金交付事業の各交付要綱で不備なものがあった。 
県交付要綱に記載されている間接交付金の交付に際し、間接交付金事業

者に対して付すべき条件で一部示されていないものがあった。 
（事例）  
・ 交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を

整備し、交付金事業完了後５年間保管すること。 
    

 
 
３ 公の施設の指定管理団体 

 
団 体 名   佐賀県障害者スポーツ協会 

所 在 地   佐賀市天祐一丁目８番５号 

監査執行年月日 平成２１年 ８月３１日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝   田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

施 設 名 勤労身体障害者教養文化体育館 
財政的援助内容 

公の施設の 

管 理  委 託 額 ７，００４，０００円 

所 管 課   障害福祉課 
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監 査 の 結 果 
 

公の施設の管理はおおむね適正に行われていたものの、事務の執行で一部に是正

又は改善を要するものが見受けられた。 

（１）体育館の運営に関する業務（開館時間）で適正でないものがあった。 
指定管理者は、管理運営仕様書に基づき年度当初に事業計画書を提出

することとなっている。 
その中で、勤務体制として、体育館の開館時間（勤務体制）を２交代制

で午前８時３０分から午後９時までと計画されていたが、日曜日の開館

時間が午前８時３０分から午後５時までとなっており、計画どおりの開館

時間が守られていなかった。 
※総合福祉センター管理規則第18条 
体育館の開館時間は、一日につき午前９時から午後９時までを含む

１２時間以上とする。 
 

（２）財産の管理で、適正でないものがあった。 

管理運営に関する協定書第６条に定める管理物件のうち、財産台帳（建

物）の写しが引き継がれていなかった。また、備品の現品照合がなされて

いなかった。 

 

（３）事業報告書の内容で不十分なものがあった。 

仕様書では、自己評価を実施し、その結果を事業報告書にまとめ県に

提出することとされているが、平成２０年度は実施されていなかった。 

 

（４）事業実施計画書で計画していた自主事業で実施されていないものがあっ

た。 

・障害者フロアカーリング大会 

・障害者フライングディスク大会 

・障害者教養文化教室（囲碁、俳句、書道、手芸） 

 

 
団 体 名   特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク 

所 在 地   佐賀市成章町５番地２ 

監査執行年月日 平成２１年 ８月３１日 

監査執行者(書面)   監査委員  中 村   孝  田 中 俊 雄  富 﨑 昭 宏 

施 設 名 佐賀県難病相談・支援センター 
財政的援助内容 

公の施設の 

管 理  委 託 額         ５，２２３，０００円    

所 管 課   健康増進課 

 

監 査 の 結 果 
 

公の施設の管理はおおむね適正に行われていたものの、事務の執行で一部に是正

又は改善を要するものが見受けられた。 

（１）指定管理業務を含む予算・事業計画の決定手続で適正でないものがあっ

た。 
会計処理規程第８条では、「本法人の事業計画と予算は、毎事業年度

開始前に作成し、総会の承認を得て理事長が定める。」と規定されてい
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る。しかしながら、指定管理業務を含む団体の予算・事業計画は、総会の

承認を得ずに理事会で決定され県に提出されていた。 
 

（２）指定管理に係る決裁がなされていないものがあった。 

事務処理規程第６条、第７条で文書の管理及び決裁について規定されて

いる。しかしながら、指定管理に係る事業報告書の提出などについて決裁

がなされていないものがあった。 

 

（３）事業報告で不十分なものがあった。 

仕様書では、自己評価を実施しその結果を事業報告書にまとめ県に提出

することとされているが、事業報告書に該当する記載がなかった。 

 

（４）指定管理業務の再委託の手続で適正でないものがあった。 

警備業務を業者へ再委託しているが、管理運営に関する協定書第９条

第１項に規定する甲（佐賀県）の承諾を得ていなかった。 

 

（５）収入・支出事務で適正でないものがあった。 

経費の収入・支出を行う際に、稟議書等が作成されていないものがあっ

た。このため、同規程第１４条各号に規定する会計責任者の承認を得て

いることの確認ができなかった。 

 
（６）予算の編成・執行について適正でないものがあった。 

当初予算作成以降、全ての科目において変更が生じたことに伴う補正

予算が作成されていなかった。または予算の流用手続きもなされていな

かった。 
 

（７）会計処理で適正でないものがあった。 
自動販売機の電気料を設置業者から現金で受け、預金に入れてから直接

支払に充てているが、会計処理規程第４条では「本法人の一切の取引は、

別に定める勘定科目により処理する。」と規定されているのに、収入・

支出の勘定科目に計上していなかった。 
 

（８）預貯金残高の確認で適正でないものがあった。 
残高照合について、会計処理規程第１６条第２項に規定する預貯金を

月１回取引先金融機関の預貯金残高と帳簿残高を照合しなければならない

が、照合されていなかった。 
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      所 管 課 ご と の 監 査 結 果 
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１ 出資団体関係 

 
所 管 課   男女参画・県民協働課 

団 体 名   財団法人佐賀県女性と生涯学習財団 

出資金 出 資 額        ２０，０００，０００円  

財政的援助内容 

 

公の施設の 

管 理 
施 設 名

佐賀県立女性センター・佐賀県立生涯学習 

センター 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）事業計画・事業報告の受理に関して適正でないものがあった。 

① 指定管理業務に係る事業計画、事業報告に指定管理業務以外の財団運

営に係る業務など指定管理業務としては位置付けられていないものが含

まれていたが、所管課ではそのまま受理していた。提出書類の審査を徹

底されるとともに、整理が必要なものは指定管理者と協議して整理され

たい。 

（事例） 

・新会計ソフト保守サービス（財団事業） 

 ・新公益法人会計諸指導料 （  〃  ） 

② 第１期目の指定管理者の募集の際に、財団の特色をアピールする事業

として県民協働に関する事業計画が提案されているが、実績報告でその

実施状況が確認できなかった。 

指定管理者選定の際には特色ある事業は評価点も高いと思われること

から、仕様書で定めた業務だけでなく、募集時の事業計画で団体がアピ

ールした自主事業等についても当初の目的どおり実施されたかどうか、

所管課のチェックを徹底されたい。 
 
（２）指定管理業務の管理物件ではないものについて、仕様書でその管理 
運営を業務として位置付けているものがあった。 
協定書において指定管理業務の管理物件とはなっていないアバンセ北側

の県有地について、仕様書では、北側駐車場としてその管理運営業務を位

置付けていた。当該用地は今後も指定管理物件とする予定はないとのこと

であり、別途委託契約を結ぶなど管理責任の所在を明確にされたい。 

【アバンセ北側の用地の地番】 

佐賀市天神三丁目15番地18 

（用途はアバンセ駐車場等となっているが、指定管理者に示した財産台

帳には入ってない） 

【協定書】 

第 6 条 この協定に基づき、甲が乙に管理運営業務を行わせるに当た

って管理させる物件（以下「管理物件」という。）は、次のとおり

とする。 

（１）名称及び所在地  佐賀県立女性センター及び佐賀県立生涯学

習センター 

            佐賀市天神三丁目2番11号 

（２）対象物件     甲が別に定める財産台帳及び備品台帳のと

おり 
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【仕様書】 

４ その他設置目的を達成するための業務 

（３）駐車場（北側駐車場を含む。）の管理運営業務 

 

（３）利用料金改定で、知事の承認がなされていなかった。 
利用料金の改定に際し、事前に知事に対して承認申請がなされていた

が、知事から事務処理（承認手続き）がなされていなかった。 
  指定管理者からの利用料金改定承認申請書提出日  
平成２０年３月２１日 

 

（４）指定管理者が管理委託料で購入した備品の管理で適正でないものがあっ

た。 
   協定書に定める備品の購入で、指定管理者から事業報告の中で備品 
購入実績が報告されているにも関わらず、県備品としての管理（備品 
台帳の整理及び備品札の貼付）がなされていなかった。 
 
購入備品名 数量 購入金額 購入年月日 

書架 ２台 460,000円 平成20年10月10日 
映写用スクリー

ン 
１台 63,000円 平成21年３月17日 

マルウェア対策

機器 
１台 945,000円 平成21年３月31日 

ミシン １台 105,000円 平成21年３月31日 
ノートパソコン １台 67,095円 平成21年３月31日 
合  計 ６台 1,640,095円  

 

 

 
所 管 課   循環型社会推進課 

団 体 名   財団法人佐賀県環境クリーン財団   

 出資金 出 資 額        ３０，０００，０００円 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県環境クリーン財団運営費補助 

 補助事業費        ６１，８４３，２３８円 

 補助金交付額        ６１，８４３，２３８円 

補 助 事 業 名 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備事業費補助 

 補助事業費       ７０３，２９９，０２５円 

 補助金交付額       ２９６，１６５，０００円 

補 助 事 業 名 佐賀県産業廃棄物処理施設モデル的整備事業補助 

 補助事業費       ５６３，６００，０９０円 

 補助金交付額        ５６，９９４，０００円 

補 助 事 業 名 佐賀県廃棄物高度処理施設整備事業補助 

 補助事業費       ６７１，９２８，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

財政的援助内容 

 

 

 

 

 

 

 

補助金 

 補助金交付額       ４３５，７００，０００円 
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補 助 事 業 名
佐賀県公共関与型廃棄物処理施設高度処理事業費

補助（運営費） 

 補助事業費       ２２４，１５１，５４６円 

 補助金交付額       ２１６，１７７，６２８円 

貸 付 事 業 名 財団法人佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付 

 貸 付 額         ５，１９１，０００円 

貸 付 事 業 名 財団法人佐賀県環境クリーン財団建設資金貸付 

 貸 付 額     １，０００，０００，０００円 

貸 付 事 業 名 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付 

貸付金 

 貸 付 額       ５５３，８２６，０００円 

 

監 査 の 結 果 
 

（１）県からの貸付金及び補助金のあり方で検討を要するものがあった。 

   団体の施設整備特別会計では平成２０年４月下旬以降１０億円を超える資金

が、廃棄物処理事業特別会計では平成２０年７月以降 7,000 万円から約２億円

の資金が預金口座に滞留していた。 

県の貸付金の期間及び補助金の交付時期のあり方について検討されたい。 

 

 
所 管 課   健康増進課 

団 体 名   財団法人佐賀県総合保健協会 

 

財政的援助内容 

 

 

出資金 

 

出 資 額

        

４，０００，０００円 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）委託業務の契約内容で検討を要するものがあった。 
県の委託事業である「がん登録事業」が、委託費3,225千円に対し、支出
が5,507千円となっていた。当協会に対し過重な負担を与えないよう契約
内容を検討されたい。 

 

 
所 管 課   新産業課、商工課、雇用労働課 

団 体 名   財団法人佐賀県地域産業支援センター 

出資金 出 資 額         ８，０００，０００円 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県地域産業支援センター運営費補助 

 補助事業費       １２７，７７３，１７０円 

 補助金交付額       １２７，７７３，１７０円 

補 助 事 業 名 佐賀県地域産業支援対策事業費補助 

 補助事業費        ２８，１７９，３９３円 

 補助金交付額        ２６，５７１，３９３円 

補 助 事 業 名 佐賀県技術振興等補助 

 補助事業費        １３，０１６，０６９円 

 

 

 

 

補助金 

 補助金交付額        １３，０１６，０６９円 

 

 

 

 

 

財政的援助内容 

貸付金 貸 付 事 業 名 さが中小企業応援基金事業貸付 
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 貸付事業費 １，３００，０００，０００円 

 貸付金交付額 １，０５０，０００，０００円 

貸 付 事 業 名 佐賀県小規模企業者等設備導入資金貸付 

 貸付事業費       ２２８，６８０，０００円 

 貸付金交付額       １１４，３４０，０００円 

負 担 事 業 名 中小企業勤労者福祉サービスセンター事業運営費負担金 

 負担事業費        ３５，２２９，８５５円 負担金 

 負担金交付額         ４，０００，０００円 

公の施設の 

管 理 
施 設 名

佐賀県地域産業支援センター 

佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター 

 

監 査 の 結 果 

 

 

【地域産業支援センター関係】 

（１）知事への報告を要するもので行われていないものがあった。 

知事が所管する出資法人等の情報公開の推進に関する要綱第４条に基づ

き、所管課長は情報公開制度に関する運用状況の報告を求めることになっ

ているが、報告をさせていなかった。 
 

 
所 管 課   雇用労働課 

団 体 名   財団法人佐賀県高齢・障害者雇用支援協会 

出資金 出 資 額           ５００，０００円    

補 助 事 業 名 佐賀県高齢・障害者雇用支援協会補助 

 補助事業費         １，１５１，０００円 
財政的援助内容 

補助金 

 補助金交付額           ３２０，０００円 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１） 補助事業に係る交付決定の通知が遅延していた。 
交付決定日      平成２０年６月１１日 
財団の通知文書収受日 平成２０年７月１１日 

   

 
所 管 課   林業課 

団 体 名   財団法人佐賀県森林整備担い手育成基金 

出資金 出 資 額       ６６２，６４６，０００円    

補 助 事 業 名 佐賀県森林・林業・木材産業づくり交付金 

 補助事業費           ８６４，０００円 
財政的援助内容 

補助金 

 補助金交付額           ８６４，０００円 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）当団体への指導監督について改善すべきものがあった。 
当団体は、県が外郭団体の見直し対象として、平成１８年に「指導監督

等体制を充実する団体」に位置づけ、平成１８年度から「立入検査の頻度

を高める」としているが、平成１７年１１月１日の調査の後は平成２１年

３月２７日の実施となっていた。 
また、当団体の事務局員を兼ねる林業課職員が立入検査を実施していた。 
立ち入り検査のあり方を改善されたい。 
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（２）当団体への指導監督について不十分なものがあった。 
当団体は、県が外郭団体の見直し対象として、平成１８年に「情報公開

を促進する団体（ホームページによる財務諸表等の公表に新たに取り組む

団体）」として位置づけているが、平成２０年度の財務諸表がホームペー

ジに公開されていなかった。 
    

 
所 管 課   土地対策課 

団 体 名   佐賀県土地開発公社 

 

財政的援助内容 

 

 

出資金 

 

出 資 額

        

３０，０００，０００円 

 

監 査 の 結 果 

 

 
（１）公社のあり方について検討を要するものがあった。 
   関係所管課と連携のうえ、残団地の処分方針及び公社のあり方を検討された

い。 

 

 
所 管 課   水資源対策課 

団 体 名   財団法人嘉瀬川ダム対策基金 

出資金 出 資 額         ９，５００，０００円    

負 担 事 業 名 佐賀県嘉瀬川ダム関連富士町振興計画特別助成事業負担金 

 負担事業費     ２，１８８，６４２，０００円 
財政的援助内容 

負担金 

 負担金交付額       ２８２，５８４，０００円 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）負担金交付申請の提出日が適正でなかった。 
負担金交付要綱に定められた提出期限を過ぎて、県へ交付申請書が提出

されていた。 
・ 交付申請書提出日 平成２０年６月２７日 

※ 負担金交付要綱第３条第３項 
   負担金の交付申請書の提出期限は、毎年度５月３１日とし、その提出

部数は１部とする。 
 
（２）負担金交付事業において対象事業の変更事務処理で適正でないものが

あった。 
   負担金交付対象事業において当初申請時から事業主体の変更及び対象経

費の額（負担金総額の変更はなし）の変更があっているにも関わらず、財

団から県へ変更承認申請が提出されず、知事の承認も受けていなかった。

（財団と県の事務担当者は同一） 
 
（３）負担金の交付決定の時期で適正でないものがあった。 

財団から佐賀市へ交付する負担金交付事務において、県からの負担金交

付決定通知を待たずに佐賀市への負担金交付決定通知がなされていた。



 

- 62 - 

（財団と県の事務担当者は同一） 
・ 財団から佐賀市への交付決定通知日 平成２０年６月２７日 
・ 県から財団への交付決定通知日   平成２０年７月１６日 

    

 
所 管 課   森林整備課 

団 体 名   財団法人さが緑の基金 

財政的援助内容 出資金 出 資 額       ２５０，０００，０００円    

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）財団が行っている助成事業の実施検査後の対応について問題があるもの

があった。 
財団で緑の募金による助成事業の検査を実施し、適正でないと指摘を行

いながら、 
・認められていない使途に支出されていたにもかかわらず返納させてい

なかった。 
・助成基準額を超えて支出されていたにもかかわらず返納させていなか

った。 
・助成額よりも支出額が少ないにもかかわらず返納させていなかった。 
・その他、会計処理の不備を指摘しながら、是正されたかどうかを確認

されていないものがあった。 
実施検査後の対応について財団を指導されたい。 

 

 
所 管 課   道路課 

団 体 名   佐賀県道路公社 

 

財政的援助内容 

 

 

出資金 

 

出 資 額

        

７，４９０，０００，０００円 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）理事長の住所変更登記事務で、団体に指導を要するものがあった。 
理事長の住所変更にあたって、異動日（平成１９年６月１４日以前）か

ら２週間以内に登記すべきところを平成２１年４月 1３日に住所変更の登
記がなされていた。法令を遵守するよう団体を指導されたい。 

 
（２）監査のあり方で改善を要するものがあった。 

平成１８年の外郭団体の見直しに当たって、当公社を監事への就任を見直す

団体に位置づけ「公認会計士等への就任要請を行っていく」としていたが、

公認会計士に断られ税理士が監事に就任されている。 
平成２０年度の監査意見書には「今後も既有路線の増収を図ると共に、

事業経費の適正化に留意されたい」とあるが、具体的な点については事務

局に記録もなかった。 
監査のあり方について団体を指導されたい。 
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所 管 課   社会教育・文化財課 

団 体 名   財団法人佐賀県教育文化振興財団 

出資金 出 資 額        ２０，０００，０００円 

財政的援助内容 公の施設の 

管 理 
施 設 名

北山少年自然の家 

黒髪少年自然の家 

波戸岬少年自然の家 

 

監 査 の 結 果 

 

【北山少年自然の家関係】 

（１）事業報告の内容確認で不十分なものがあった。 

指定管理業務が仕様書及び事業計画書どおりに実施されたかどうか事業

報告書において把握できないものがあったにもかかわらず、所管課は、報

告内容を修正させないまま受理し、確認通知を行っていた。 

（例） 

・誘客対策の実績が不明 

・食事の提供（特別料理の提供・地元食材の活用等）の実績が不明 

 

（２）事業計画書の提出について協定書と仕様書とで規定の整合性がないもの

があった。 

事業計画書の提出については、協定書と仕様書の各々で手続等が規定さ

れているが、それらの整合性がないので整理されたい。 

【協定書第１５条】 

乙は、各年度の２月末日までに、当該年度の翌年度に係る次に掲げる内

容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。 

【仕様書８頁】 

乙は、毎年度当初に事業計画書及び収支予算書を作成し、教育委員会

に提出すること。また、前年度の２月末日までに次年度事業計画書

（案）及び収支予算書（案）を作成し、教育委員会に提出すること。

作成に当たっては、教育委員会と調整を図ること。 

 

【黒髪少年自然の家関係】 

（１）財産（備品）の管理で適正でないものがあった。 
協定書で、備品の管理規定が定められているが、指定管理経費で購入し

た備品が県の備品として管理されていなかった。 
   県備品として管理できるように、実績報告書等の見直しを検討された

い。 
     ・購入備品  丸のこ  

・金  額  81,900円 
 

（２）管理運営に関する事業計画に記載されているもので実施が不十分なもの

があった。 

事業計画書に記載しながら、実施が不十分なものがあった。 

所管課においては、事業計画書に基づき確実に実施されているかどうか 

確認を徹底されたい。 
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   （内容）   

   ・「各種の地域行事に積極的に参加するなど、地域振興への参画・協力

に努めます」とあるが、黒髪山の山開きへの参加程度であった。 

   ・「接客サービス向上のための接遇研修・・・以上のような所内研修を

実施することにより、職員のスキルアップを図ります」とあるが、

接遇研修が十分に行われていなかった。 
 

【波戸岬少年自然の家関係】 

（１）事業報告の内容確認で不十分なものがあった。 

指定管理業務が仕様書及び事業計画書どおりに実施されたかどうか事業

報告書において把握できないものがあったにもかかわらず、所管課は、

報告内容を修正させないまま受理し、確認通知を行っていた。 

（例） 

・誘客対策の実績が不明 

・食事の提供（特別料理の提供・地元食材の活用等）の実績が不明 

 

（２）管理運営に関する事業計画に記載されているもので実施が不十分なもの

があった。 

事業計画書に記載しながら、実施が不十分なものがあった。 

所管課においては、事業計画書に基づき確実に実施されているかどうか

確認を徹底されるとともに、不備があれば是正指導されたい。 

  （内容）   

   ・「研修等により個人情報管理の重要性を職員に周知徹底させ、利用者

の個人情報保護について万全を期していきます」とあるが、研修は実

施されていなかった。 

   ・「満室等で利用ができない場合等における、他の自然の家などへの斡

旋、紹介などに取り組んでいきます」とあるが、他所を教える程度で

積極的な対応はほとんど実施されていなかった。 

 

 
所 管 課   体育保健課 

団 体 名   財団法人佐賀県体育協会 

出資金 出 資 額       １７０，０００，０００円 

補 助 事 業 名 財団法人佐賀県体育協会運営事業費補助 

 補助事業費       １２５，３９９，５５３円 

 補助金交付額        ８４，６２７，２０１円 

補 助 事 業 名
各種競技大会派遣事業費補助（国民体育大会 

第２８回九州ブロック大会派遣事業費補助） 

補助事業費        ２０，０７７，５４７円 

補助金交付額        ２０，０７７，５４７円 

補 助 事 業 名
各種競技大会派遣事業費補助（第６３回国民 

体育大会派遣事業費補助） 

 

 

 

 

 

 

財政的援助内容 

 

 

 

 

 

 

補助金 

補助事業費        １８，５９２，２４８円 
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補助金交付額        １８，５９２，２４８円 

補 助 事 業 名
各種競技大会派遣事業費補助（国民体育大会第 

６４回冬季大会派遣事業費補助） 

補助事業費         ３，７３４，７００円 

補助金交付額         ３，７３４，７００円 

公の施設の 

管 理 
施 設 名

佐賀県総合運動場、佐賀県総合体育館、市村記念

体育館 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）交付決定の時期で適正でないものがあった。 
   要綱に定めた交付の決定をするまでに要すべき標準処理期間を過ぎて交

付決定されているものがあった。 
交付申請日 （①平成２０年６月１０日、②平成２０年８月１１日）  

交付決定日 （①平成２０年６月３０日、②平成２０年９月４日） 
標準処理期間 １４日 

 

（２）精算に伴う補助金の返還事務で適正でないものがあった。 
補助金の返還事務において納入期限を過ぎてから返納通知書が協会に届

けられていた。納入期限日の設定に際しては、内部事務処理期間を考慮し

て納入者に迷惑が掛からないよう余裕のある期限設定をされたい。 
平成２０年度第６３回国民体育大会派遣事業費補助金返還 
返還額            ７，１６７，７５２円 
納入期限日          平成２１年２月２日（月） 
返納通知書発送日       平成２１年１月３０日（金）   
協会が納入通知書を受領した日 平成２１年２月３日（火） 
協会が納入した日       平成２１年２月５日（木） 

 

（３）補助金の実績報告書の提出時期で、適正でないものがあった。 
（財）佐賀県体育協会運営事業費補助金交付要綱（県補助金）第５条第２項

で全額概算払いを行った場合の実績報告書の提出期限を翌年度の４月１０日と

しているにもかかわらず、（財）佐賀県体育協会から翌年度の４月１０日付け

の実績報告書が実際は９月４日頃に提出され受理していた。（９月８日に４月

１４日付けで額の確定を通知） 
所管課にあっては、補助金交付要綱の規定に基づき実績報告書の提出期限を

遵守させるよう団体への指導を徹底されたい。 
（４）指定管理者が管理委託料で購入した備品の管理で適正でないものがあっ

た。 
協定書に定める備品の購入で、指定管理者から事業報告の中で備品購入

実績が報告されているにも関わらず、県備品としての管理（備品台帳の整

理及び備品札の貼付）がなされていなかった。 
      購入備品名      金 額 
      パソコン４台     ５１３，４５０円 
      デジタイマー２台   １６８，６００円 
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２ 補助金等交付団体関係 

 
所 管 課   政策監グループ 

補 助 事 業 名 さがんアスリートジュニアサポート事業補助 

 補助団体数 佐賀陸上競技協会ほか２団体 

 補助事業費        １５，８５１，０００円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額        １５，８５１，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）補助事業の実施にあたって適正でないものがあった。 
   佐賀陸上競技協会に対する13,463,000円の補助であるが、 
   ・当補助金が佐賀陸上競技協会の決算書に計上されていなかった。 
   ・当協会の事務局長等の決裁を確認できなかった。 
 
（２）補助金交付要綱に定める補助基準単価と相違する支払いがあった。 

補助基準単価では、県外講師の謝金は1日30,000円以内となっているが、
50,000円の支払いがあった。 
県（政策監）は、口頭による申し出により、補助基準単価の「その他特

に必要と認められる経費」に該当するということで了承したとのことであ

ったが、口頭ではなく特例条項を認める際の手続き規定を整備されたい。 
 

 
所 管 課   政策監グループ 

負 担 事 業 名 佐賀県プロサッカー振興協議会負担金 

 団 体 名 佐賀県プロサッカー振興協議会 

 負担事業費         ７，０００，０００円 
財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額         ７，０００，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）負担金の支出時期で適正でないものがあった。 
協議会職員を兼務している所管課は、協議会総会の審議（機関決定）が

なされず、負担金支出の根拠がないことを知りながら、負担金請求書を受

理し、負担金を支出していた。 
負担金支出額 ７，０００，０００ 円 
負担金支出日 平成２０年４月１５日 
総会開催日  平成２０年７月１２日 

 

 
所 管 課   こども未来課 

補 助 事 業 名 佐賀県私立学校運営費補助（幼稚園） 

 補助団体数 学校法人高岸幼稚園ほか７３団体 

 補助事業費     未確定 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額     １，４０６，５１４，０００円 

監査実施団体数   ３団体 
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監 査 の 結 果 

 

 

（１） 補助金の額の確定がなされていなかった。 

平成２０年度補助金の額の確定が監査日現在行われていなかった。 

額の確定は速やかに（出納整理期間末までに）行うこと。 

  実績報告書提出日 平成２１年４月３０日 

  額の確定年月日  未了（平成２１年１１月１３日現在） 

 

 
所 管 課   地球温暖化対策課 

負 担 事 業 名 佐賀県環境にやさしい県民運動推進会議負担金 

 団 体 名 佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議 

 負担事業費         ６，８９３，２１３円 
財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額         ３，９０４，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）負担金の支払いで遅延しているものがあった。 
推進会議への県費負担金の支払いが、納入期限後になされていた。推進

会議は財源の約半額を県の負担金で賄っている団体であり、請求後速やか

に支払われたい。 
・負担金納入依頼  平成２０年６月３日 
・納入期限     平成２０年６月３０日 
・納付日      平成２０年７月４日 
 

 
（２）負担金のあり方について検討を要するものがあった。 

推進会議は、収入の多くを県及び市町の負担金に負っているが、決算で

多額の繰越金が発生していた。 
県の負担金額及び市町負担金総額の算出根拠については、推進会議規

約及び会計規程等に定めがなく、また、過去に遡っても根拠が確認でき

なかった。 
現在の負担金額のあり方について、推進会議と連携し検討されたい。 
・推進会議予算額        8,238,899円 
・平成２０年度県負担金額    3,904,000円  

※市町負担金額：1,684,000円 
・平成20年度一般会計繰越額   1,385,066円 
（平成19年度   〃      1,750,899円） 

 

 
所 管 課   有明海再生・自然環境課 

補 助 事 業 名 佐賀県虹の松原再生・保全事業補助 

 補助団体数 虹の松原保護対策協議会 

 補助事業費        １０，０００，０００円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額         ５，０００，０００円 
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監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）補助金の審査事務で適正でないものがあった。 

① 虹の松原再生・保全事業補助金のうち「再生活動推進費」の補助対象

経費については、当初に交付申請されていた 5,000,000 円が、6,220,000

円に増額（1,220,000 円の増）変更され、6,419,973 円で執行されていた

が、所管課は、変更承認申請書に当該変更の理由が記載されていないも

のを受理し承認していた。 

なお、同じ変更承認申請書で、「再生保全事業費」については、マツ過

密林の除間伐等を行う区画割りを設定する必要があるとの理由が記載さ

れたうえで、松の過密林除間伐 5,000 千円を中止し、観測点設置業務委

託 3,780 千円を新たに実施することが承認されていた。（補助対象経費

1,220,000円の減） 

 
② 協議会において、補助金交付申請書及び変更承認申請書に明記されて

おらず、また、県の予算要求内容を見ても協議会事業として予定されて

いない「虹の松原内駐車場整地他工事」の支出がなされ、補助対象事業

として実績報告書が提出されていた。 

当該整地工事は、国が所有し唐津市が管理する駐車場に対する工事であ

り、所管課において、補助対象事業として認めることができるかどうか駐

車場用地の権利関係などを調査すべきであったにもかかわらず、調査を行

わないまま認めていた。 

・虹の松原内駐車場整地他工事   1,199,100円 

 

 
所 管 課   長寿社会課 

補 助 事 業 名 佐賀県老人福祉施設等施設整備費補助 

 補助団体数 社会福祉法人正和福祉会ほか２団体 

 補助事業費       ５２３，１８３，０５７円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額       １５５，８８０，０００円 

監査実施団体数   ２団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）報告書類で、期限を過ぎて提出されていたものがあった。 
所管課は、補助金交付要綱で工事着工報告書等の提出期限を定め、補助

金の交付団体に遵守を求めているにもかかわらず、期限内の日付となって

いる報告書を期限後に受理していた。 
所管課にあっては、補助金交付要綱の規定に基づき、報告書類の提出期

限を遵守するよう団体への指導を徹底されたい。 
（工事着工報告書） 
提出期限      文書の日付      実際の提出日 

 平成20年10月6日 平成20年10月6日  平成21年1月12日 
（工事進捗状況報告書） 
提出期限      文書の日付      実際の提出日 
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平成21年1月10日 平成21年1月6日   平成21年1月12日 
（実績報告書） 
提出期限      文書の日付      実際の提出日 

 平成21年3月31日 平成21年3月31日  平成21年4月13日 
 

 
所 管 課   長寿社会課 

補 助 事 業 名 佐賀県軽費老人ホーム事務費補助 

 補助団体数 社会福祉法人清水福祉会ほか２２団体 

 補助事業費      ７９４，７４０，８４８円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額      ５３２，８２１，０００円 

監査実施団体数   ２団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）軽費老人ホーム（ケアハウス）利用者の対象収入認定のあり方について

指導を要するものがあった。 

この補助金の交付に当たっては、利用者からの事務費徴収額が本人の前

年の対象収入によって規定されているが、監査実施施設の中には市県民税

所得課税証明書や通帳等、提出される書類によって収入認定額に差異があ

ると言われた施設があった。施設によって差異がないよう指導を徹底され

たい。 
 
（２）補助金の額の確定が遅れているものがあった。 

補助事業者から平成２０年度の実績報告書が平成２１年４月３０日に提

出されているが、それに伴う補助金の額の確定日が平成２１年６月５日と

なっていた。額の確定については出納整理期間（５月末）までに行われた

い。 
 

 
所 管 課   医務課 

補 助 事 業 名 佐賀県看護師等養成所運営費補助 

 補助団体数 社団法人佐賀市医師会ほか６団体 

 補助事業費       ６１５，５０７，５７６円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額       １０２，３８８，０００円 

監査実施団体数   ２団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）補助金交付要綱に改善を要するものがあった。 
   ①補助金交付申請書及び実績報告書を 2 部提出するよう求めているが、

現状は1部で対応できているので実態に即して改善されたい。 
 

②補助金交付要綱第 2 条に規定する別表に定める「基準額」と補助事業
者に提出を求めている「運営費所要額調書」及び「運営費事業精算

書」様式に記載されている「基準額」とに不整合があった。提出を

求めている様式で県内就業調整率に関する項目が基準額から抜けて
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いるので修正されたい。 
 
（２）補助対象経費の取扱いで適正でないものがあった。 

交付要綱では、教員経費として部外講師謝金が対象とされているが、

部外講師のタクシー代が対象経費に計上されていた。 
 
（３）支出事務において指導を要するものがあった。 

機器を購入するにあたっては、経理規定で「会長の決裁を要する」

とされているが、会長決裁書類が保管されていないものがあった。 
 補助金交付要綱では、帳簿及び証拠書類は補助事業完了後５年間保管

することとされており、書類を適切に管理するよう指導されたい。 

 
（４）補助金の交付条件で補助事業者に提示されていないものがあった。 

補助金交付要綱第４条で規定されている補助金の交付の条件のうち、

第１０号の条件が交付決定通知書に記載されていなかった。 
 

 
所 管 課   雇用労働課 

補 助 事 業 名 佐賀県シルバー人材センター連合会事業費補助 

 補助団体数 社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会 

 補助事業費        １０，７８６，１１８円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額         ５，１８８，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）補助金交付要綱に改善を要するものがあった。 
   補助金交付申請書及び実績報告書を２部提出するよう求めているが、

現状は１部提出させているので実態に即して改善されたい。 
 

 
所 管 課   流通課 

負 担 事 業 名 ひろげよう“佐賀の味”推進事業 

 団 体 名 “さが”農産物ブランド確立対策推進協議会 

 負担事業費        ３０，６１７，４７８円 
財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額        １３，８７４，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）監査の指摘事項に対する不誠実な対応があった。（厳重注意） 

   前回（平成１８年度）の監査で「事務局会や幹事会、委員会での会議録が

残されていないので、関係者や後任の担当者等が、情報の共有化や共通認識が

持てるよう会議録を作成、保存し活用されたい」と指摘したところ「会議録を

作成し保存するとともに、関係者に配布し、情報の共有化や共通認識を醸成

するよう指導した」と回答されたにもかかわらず、平成２０年５月１３日に

開催された幹事会・事務局員会の議事録が作成されていなかった。また、委員
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会、幹事会の議事録に決定事項が明確に記載されていなかった。 

 

 
所 管 課   流通課 

負 担 事 業 名 海外市場における佐賀ブランド確立事業費負担 

 団 体 名 佐賀県農林水産物等輸出促進協議会 

 負担事業費        ６１，３３４，９３６円 財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額   ２８，３７３，０００円（平成20年度支出）

  １９，５５３，０２８円（平成21年度支出）

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）県と協議会の予算の執行に関し整理すべきものがあった。 
台湾、香港、ドバイにおける佐賀産農産物の販売促進活動に係る支出

で、協議会において予算執行されるべきであったにもかかわらず県の事業

として支出されていたものがあった。県と協議会の予算の執行基準を明確

にされたい。 
 
・県貿易協会への佐賀県産農産物等輸出促進業務委託費の一部      

（平成21年2月の「さがほのか」フェア（台湾）の旅費、サンプル購入
費など）                   205,337円 
・香港の百貨店の日本法人との打合せ旅費               

（香港の百貨店での、さがほのか「佐賀フェア」の打合せのため担当

係長（事務局職員）が神戸にJAとともに出張）  41,700円 
・法被のクリーニング代                       

（ドバイでの佐賀牛試食会及び台湾でのハウスみかんプロモーション

で使用したもの）                2,646円 
 

 
所 管 課   商工課 

補 助 事 業 名 佐賀県小規模事業経営支援事業費補助 

 補助団体数 唐津商工会議所ほか３１団体 

 補助事業費     １，５８６，４４７，１９６円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額     １，０７０，００１，４９７円 

監査実施団体数   ５団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）補助金対象経費の該当の有無について明確にすべきものがあった。 
補助金対象経費として、「児手」（児童手当拠出金）及び「一般歳出」

（アスベスト対策に関する労働保険料とのこと）と称する経費が福利厚生

費に計上されていたが、補助金交付要綱にも補助金交付申請に当たっての

「記入上の注意」にもこれらの経費が該当する旨が明確に記載されていな

かった。 
所管課においては、これらの経費が補助金対象となるかどうか明確に

され、補助金交付団体に徹底されたい。 
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所 管 課   商工課 

交付金事業名 運輸事業振興助成交付金 

 団 体 名 社団法人佐賀県トラック協会ほか２団体 

 交付金事業費       ３２３，７０７，７９９円 
財政的援助内容 交付金 

 交付金交付額       ２２１，０００，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）補助金交付要綱の内容で適正でないものがあった。 
佐賀県運輸事業振興助成交付金交付要綱第５条第１項（９）に記載され

ている「間接補助金」を「間接交付金」に改められたい。 
 

 
所 管 課   観光課 

補 助 事 業 名 社団法人佐賀県観光連盟補助 

 補助団体数 社団法人佐賀県観光連盟 

 補助事業費       １７３，７４１，７１６円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額       １４６，９７７，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）観光連盟に対する補助金交付要綱の規定で整備を要するものがあった。 
   観光連盟は、「魅力アップ支援事業」や「観光客誘致環境整備支援事

業」として、県内の観光施設や宿泊施設において観光地の魅力アップを推

進するため、民間団体が自主的に取り組む事業に対して補助を実施してい

る。 
   補助事業の中には、ソフト事業だけでなく、外国語表記の案内板や国際

放送受信設備等、ハード事業で取得した財産もあるが、交付要綱に補助事

業者等に対する財産の処分の制限の規定（佐賀県補助金等交付規則第２２

条）が設けられていなかった。 
 
（２）実績報告書の記載内容で不十分なものがあった。 

「事業の成果」の欄に、「・・･の誘致に努めた」「・・・誘客宣伝を

行った」「・・・誘致の促進を行った」「・・・受入体制の整備に努め

た」とのみ記載されていた。 
 所管課においては、実績報告の審査を徹底されたい。 

 

 
所 管 課   生産者支援課 

補 助 事 業 名 有害鳥獣被害防止対策事業費補助 

 補助団体数 唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会ほか８団体 

 補助事業費        ８５，５４１，５３８円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額        ２２，８６３，５００円 

監査実施団体数   １団体 
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監 査 の 結 果 

 

 

（１）実績報告書の確認（審査）で不十分なものがあった。 
補助金の実績報告書に未記載と記載誤りがあった。確認（審査）を徹底

されたい。 
（内容） 
 ・有害鳥獣捕獲委託事業の委託先ごとの有害鳥獣捕獲頭数が未記載であっ

た。 
 ・捕獲報償金交付事業の捕獲頭数が「事業の内容及び経費の配分（別紙

１）」には 1,823 頭、「事業完了報告書（別紙２）」には 1,888 頭と相
違していた。 

 ・玄海町の被害防止計画の作成状況が未記入であった。 
 ・電気牧柵設置事業の受益面積を㎡単位で記入しているにもかかわらず、

単位を㏊と記載していた。 

 
所 管 課   生産者支援課 

補 助 事 業 名 佐賀県農業信用基金協会特別準備金補助 

 補助団体数 佐賀県農業信用基金協会 

 補助事業費         ６，４３４，８７６円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額         ４，２８９，９１７円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 
（１）農業信用基金協会特別準備金積み立てに係る補助金交付要綱の見直しを

検討されたい。 
   この補助金は、農業者の担い手の育成に資する資金の円滑な供給に資す

るため、農業信用基金協会が求償権の償却その他基金協会の財務基盤の強

化を図るために要する経費として積み立てる特別準備金（会計令第４４

条）への補助となっている。 
   補助金交付要綱によると当分の間、対象資金ごとに、前年１２月末保証

事故準備必要額から、前年度末に積み立てた特別準備金の額を差し引いて

得た額に補助率を乗じた額を補助することとなっていることから、下段の

表のとおり保証事故準備必要額合計（Ａ）より特別準備金積立額合計

（Ｅ）が上回っていても、対象資金によっては補助する必要が発生するこ

ととなっている。 
   したがって、現状の特別準備金積立金への補助については、対象資金

ごとに保証事故準備必要額を計算し保証事故準備必要額の合計額と前年度

末準備金積立額の合計額を対比して、保証事故準備必要額が多い場合に

補助するよう補助金交付要綱の見直しを検討されたい。 
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（単位：千円） 

資金名 

前年 12
月末保

証事故

準備必

要額 
（A） 

前事業

年度末

準備金

積立額 
（B） 

前年４月

から 12
月まで

の償却

求償権

回収額

（C） 

前年４月

から 12
月まで

の特別

準備金

取崩額

（D） 

前年 12
月末特別

準備金積

立額 
（E）= 
(B)+(C)
－(D) 

補 助 対

象 額 
 
（F）= 
(A) －(E)

 
A資金 6,549 14,962

 
0

 
0

 
14,962 

 
0

 
Ｂ資金 316    339

 
0

 
0

  
339 

 
0

 
Ｃ資金 2,624 3,235

 
0

 
0

  
3,235 

 
0

 
Ｄ資金 9,860 8,791

 
0

 
0

  
8,791 

 
1,069

 
Ｅ資金 

 
12,384 7,018

 
0

 
0

  
7,018 

 
5,366

 
Ｆ資金 1,234 1,508

 
0

 
0

  
1,508 

 
0

 
合 計 

 
32,969

 
35,856

 
0

 
0  35,856 

 
6,434

 

 

 
所 管 課   林業課 

補 助 事 業 名 佐賀県造林事業補助 

 補助団体数 まつら森林組合ほか２３団体 

 補助事業費       ８７４，９４７，３００円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額       ３７３，６４２，３８０円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）造林事業補助金（森林所有者から委託を受けて行う事業）に係る補助金

交付事務で、検討を要するものがあった。 
造林事業補助金の要綱では、実績報告書（資金の使途）の提出を求めて

いない。これは、この事業が事業完了後に補助金申請がなされるためで

ある。 
しかしながら、補助金申請書には、事業内容及び事業量の記載はある

が、事業費の額及び経費の配分、使用方法等の記載も無く、事業費の総額

が分からない状態となっている。 
また、県（農林事務所）は、補助金申請に基づき施行地ごとに竣工検査

を行い、造林事業検査調書を作成し、その写しを県（林業課長）に送付
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することで知事は、補助金の交付決定及び額の確定通知を行い、補助金を

支出する流れとなっており、補助金の執行が適正になされているかどうか

のチェックがなされないままに補助金が支出されている現状である。（造

林事業実施要領） 
さらに、補助金の受け入れについては、預り金（対価としての性格を

有さないので、消費税の課税対象外）として処理することとなっており、

【平成９年 11月 27日付け９林野組第 199号林野庁長官通知を根拠とする
県からの通知（平成 9 年 12 月 3 日付け林政第 948 号佐賀県林政課長通
知）】補助金額の１０%の事務取扱手数料のみが組合の決算額には計上
され、補助金の使途内容が組合の決算書に計上されず、補助金の使途が

分からない仕組みとなっている。 
したがって、補助金申請書に事業費及び経費の使用方法等を添付させ、

県の竣工検査時に補助金が適正に執行されているかについても検査できる

よう見直しを検討されたい。 
 
（２）造林事業補助金申請事務取扱手数料の取扱いに不適切なものがあった。 

佐賀県造林事業実施要領第 10 事務取扱手数料等では、手数料の料率を
定めようとする場合は、手数料承認申請書を知事に提出しなければなら

ないと規定されているが、組合合併後の承認手続きが確認できなかった。

所管課においては、要領に基づく手続きを徹底されたい。 
 
（３）補助金交付要綱の内容で適正でないものがあった。 

佐賀県補助金等交付規則第４条第３項で「知事は、補助金等の交付の

申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに

通常要すべき標準的な期間を定め、かつ、これを公表するよう努めなけれ

ばならない。」と規定されているので、標準的な期間を設定されたい。 
   ・第1回目の交付申請提出日 平成２０年５月２９日 
   ・  〃  交付決定日   平成２０年７月１４日 
   ・  〃  補助金支払日  平成２０年７月３１日 
 

 
所 管 課   農地整備課 

補 助 事 業 名 佐賀県新農業水利システム保全対策事業補助 

 補助団体数 佐賀市土地改良区ほか４団体 

 補助事業費        ４７，８６０，０００円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額        ３５，８９０，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）実績報告書の審査で不十分なものがあった。 
新農業水利システム保全対策事業における担い手への集積状況報告書

で、完了年度の担い手等の所有面積（計画面積）に記載誤りがあった。 
  担い手等の所有面積  （正）501.30ｈａ 
             （誤）479.30ｈａ 
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（２）計画策定後の取り組みで、団体に指導を要するものがあった。 
平成２０年度に農業水利システム保全計画を策定されているが、計画策

定後の取り組みについて団体に尋ねても説明ができなかった。 
計画策定後まで考えて事業に取り組むよう団体を指導されたい。 

 

 
所 管 課   農地整備課 

補 助 事 業 名 佐賀県土地改良区組織運営基盤強化対策事業費補助

 補助団体数 佐賀市土地改良区ほか１団体 

 補助事業費        １７，６１０，５００円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額        １６，８２８，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）契約事務で、団体への指導を要するものがあった。 
見積合せによる随意契約を行う場合は、見積提出期限などの条件を同じ

にして見積参加業者に通知する必要があるが、見積依頼文書が作成されて

おらず、条件などの確認ができない不透明な状態のまま契約事務が遂行さ

れ、業者が決定されているものがあった。 
団体における規定等の整備が不十分なままこのような契約事務が行われ

ており、契約事務が適正に処理されるよう団体を指導されたい。 
 
（２）実績の確認方法について改善を要するものがあった。 

事業実績報告書の「事業に要した経費」の欄については、電動バタフラ

イ弁設置に係る業者への支払実績額２，７８２，５００円を記載すべきで

あったにもかかわらず、県補助金額に合わせて２，０００，０００円と

記載されていた。 
現地で関係書類を検査するなど、実績の確認方法について見直されたい。

 
（３）実施結果の報告で適切でないものがあった。 

国の土地改良区組織運営基盤強化対策実施要綱の規定に基づき、県は、

土地改良区から実施結果の報告を受け、その成果を整理のうえで地方農政

局長に提出する必要がある。しかしながら、所管課は、土地改良区からの

報告を受けず、所管課で把握できるデータを基に自ら作成して、地方農政

局長に提出していた。 
 

 
所 管 課   建築住宅課 

補 助 事 業 名 佐賀の住まいまちづくり推進事業費補助 

 補助団体数 佐賀の木・家・まちづくり協議会 

 補助事業費         ６，０００，０００円 
財政的援助内容 補助金 

 補助金交付額         ４，０００，０００円 

監査実施団体数   １団体 
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監 査 の 結 果 

 

 

（１）県への補助金実績報告額と当団体の決算額とが合致していなかった。 
補助金実績報告書の事業費総額が６００万円（県補助金４００万円、

協議会負担金２００万円）になるよう前例に従い数値合わせが行われて

いた。ありのままを報告するよう改められたい。 
                                    

（単位：円） 
事   項 県への補助金実績報

告額 
当団体の決算額 

佐賀の家づくりの広報 200,000 220,000
「家をつくるなら」事業 1,550,000 1,700,000
「さがの木」PR活動 1,250,000 1,370,000
木の家づくり・まちなみづ

くり事業 
1,100,000 1,250,000

地域のシンボル的施設を木

造にする事業 
1,650,000 1,800,000

県下工業高等学校建築学科

建築設計競技 
250,000 300,000

   計 6,000,000 6,640,000
 

 
（２）事業内容が不明瞭であった。 

補助金交付申請書や補助金実績報告書の「事業の内容」には、「佐賀

の家づくりの広報」、「家をつくるなら事業」等事項名しか記載されて

おらず、どんな事業が実施されたか全くわからなかった。当協議会の総会

資料を見て初めてどんな事業が実施されたかわかる程度であった。 
 

 
所 管 課   空港・交通課 

負 担 事 業 名 有明佐賀空港活性化推進協議会負担金 

 団 体 名 有明佐賀空港活性化推進協議会 

 負担事業費       １１８，３５５，０００円 
財政的援助内容 負担金 

 負担金交付額       １１８，３５５，０００円 

監査実施団体数   １団体 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）多額の繰越金が生じているので、負担金のあり方を検討されたい。 

   協議会の支出額が県からの負担金及び委託金の合計額より下回っており、平

成２０年度に10,447,045円もの繰越金が生じていた。 

   また、平成２０年６月末以降ほぼ 3,000 万円以上が預金口座に滞留してい

た。 

県の負担金の減額、返還、支払い時期等、当協議会の負担金のあり方につい

て検討されたい。 
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３ 指定管理団体関係 

 
所 管 課   障害福祉課 

団 体 名   佐賀県障害者スポーツ協会 

財政的援助内容 
公の施設の 

管 理 
施 設 名 勤労身体障害者教養文化体育館 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）実績報告の確認で不十分なものがあった。 

実績報告書の提出に際して、報告内容の確認及び指導を要するものにつ

いて改善勧告がなされていなかった。 

   ・体育館の開館時間で、日曜日の開館時間が計画どおりとなっていなか

った。 

   ・自主事業の開催で、未実施のものがあった。（スポーツ大会、教養文

化教室） 

   ・利用者の意見収集方法として、アンケートや意見箱を設置して自己評

価を実施することとされていたが、実施されていなかった。 

 
（２）財産の管理で適正でないものがあった。 

管理運営協定書第６条に定める財産台帳（建物）の写しの送付、備品台

帳と現物の照合確認がなされていなかった。 
 

 
所 管 課   健康増進課 

団 体 名   特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク 

財政的援助内容 
公の施設の 

管 理 
施 設 名 佐賀県難病相談・支援センター 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）事業報告の確認で不十分なものがあった。 

仕様書では、自己評価を実施し、その結果を事業報告書にまとめ県に提

出することとされている。しかしながら、自己評価は実施されておらず、

所管課はそれを確認しないまま事業報告書を受領していた。 

 

 
所 管 課   体育保健課 

団 体 名   佐賀県ヨット連盟 

補 助 事 業 名 佐賀県ヨット連盟運営事業費補助 

補助事業費        １３，５４５，９８９円 補助金 

補助金交付額        １３，５４５，９８９円 財政的援助内容 

公の施設の 

管 理 
施 設 名 佐賀県ヨットハーバー 

 

監 査 の 結 果 

 

 

（１）指定管理対象物件で整理を要するものがあった。 

唐津市浄水センター内のヨットハーバー連絡道路（唐津市所有地）につ

いては、協定書、仕様書で指定管理対象物件とは位置付けられていないに
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もかかわらず、指定管理者に、清掃業務（除草剤の散布、側溝の砂の処

理、花火大会等イベント後の清掃など）を行わせていた。 

当該道路は、本来、平成３年５月９日付けで締結された佐賀県教育委員

会と唐津市との「浄水センター道路の借地に関する覚書」に基づき、佐賀

県教育委員会が管理の責任を有するものである。 

所管課においては、覚書の内容を確認のうえ、指定管理対象物件とする

のか、ヨット連盟と管理委託契約を別途結ぶのか整理されたい。 

 
（２）財産台帳、備品台帳について適正でないものがあった。 

協定書第６条では、管理対象物件を確定させるため、県教育委員会は財

産台帳、備品台帳をヨット連盟に示すことが規定されているが、建物・工

作物に関する財産台帳はヨット連盟に示されていなかった。 
   また、備品台帳については、備品一覧表という形でヨット連盟に示され

てはいたが、例えばヨットの隻数は総数のみ記載され、１艇ごとの艇種類

別、取得価格、取得年月日などの明細が確認できないものがあるなど、備

品台帳として不十分なものであった。 
 
（３）使用料徴収事務に係る契約書が締結されていなかった。 

協定書では、指定管理者が行う使用料徴収事務の詳細については、別途

締結する契約書によることと規定されているが、所管課は、契約書締結の

手続きを行っていなかった。 

 
（４）指定管理業務に係る事業の確認等で適正でないものがあった。 

使用料の徴収事務や施設の維持・管理業務などの指定管理業務が規定ど

おりに実施されていなかったにもかかわらず事業の完了を承認していた。 

指定管理業務の実施内容について所管課における確認等を徹底された

い。 

（仕様書どおりに実施されていなかったものの例） 

・使用料徴収事務（納期限後の徴収等） 

・施設の維持・管理業務（定期清掃回数の減） 

 
（５）協定書と仕様書の内容で整理すべきものがあった。 

協定書第１６条では、管理運営業務に要する経費の収支決算は毎年度終

了後３月以内に提出しなければならないと規定されているが、仕様書では

収支決算書は期末月の翌月末までに提出するとの規定になっている。実際

は協定書の規定に基づき、６月に提出されていたところであり、実態に合

った規定の整理をされたい。 
 
（６）補助金交付請求の収受で適正でないものがあった。 

   補助金交付請求書は、補助金の交付が決定された通知日以降に収受しな

ければならないにも関わらず、交付決定通知日の前に提出された補助金交

付請求書を受理していた。 
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補助金交付請求日   平成２０年４月３日 

補助金交付決定通知日 平成２０年４月１４日 

 

 


